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令和 7年 4月 6日 1.50版 ・ イナ在宅受付Web 及び イナ資格確認 プリの同意画面の改善（限度額適 

認定証情報の提供同意画面の省略）に伴う内容の更新 

・ イナ資格確認 プリでの同意取消し方法を追記 

・保険証一体化に係る医療扶助に関する軽微な修正  

令和７年 9月 18日 1.60版 ・   トフォ の イナ保険証利 開始に伴う内容の更新 

令和 7年 12月 1日 1.70版 ・令和 7年 12月 2日以降、従来の健康保険証が使 できなくなることに伴う内容の

更新  

令和 8年 3月 23日 1.80版 ・ イナ資格確認 プリの ップデ ト（   トフォ の イナ保険証利 開始への対応

等）に伴う内容の更新 

・資格情報等に含まれる「●（黒丸）」表示の低減に  た改修（Shift-JIS設定の
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本書の位置付け 

本書は、オ ライ 資格確認等   ムを導入した          の事務職員や  

師・保健師等の有資格者(以下「  師等」という。)  に、業務の流れや留意事項等を記載

しています。 

具体的な   ム操作方法について知りたい場合は「操作     (一般利 者・医療情

報閲覧者編)」、「操作     (医療情報閲覧編)」、や「 イナ在宅受付 Web    ム操

作     」、「 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方」、災害時の対応について知りたい

場合は「操作     (災害時医療情報閲覧編)」をご確認いただくなど、必要に応じて各ド

キ メ トをご参照ください。 

下図に示すドキ メ トの掲載場所については次頁の表をご参照ください。 
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前頁の図で示しているドキ メ トの掲載名と正式ドキ メ ト名の関係は以下の表を参照して

ください。掲載場所/ドキ メ トリ クをクリックすると、対象のドキ メ トに遷移します。 

 

〇オ ライ 資格確認等   ム導入検討時 

No 

 

掲載名 掲載場所／ 

ドキュメ トリ ク 正式ドキュメ ト名 

1 利 規約 医療機関等  総

合ポ タ サイト

(【    】利 

開始・変更申請)  

オ ライ 資格確認等   ム利 規約 

2 導入手引き 医療機関等  総

合ポ タ サイト

（    (オ ラ

イ 資格確認・オ ラ

イ 請求)の導入・ 

 方法）  

    (医療保険)にお るオ ライ 資格確認、オ ライ 請求の導入手順 

3 技術解説書 ドキ メ トリ ク  

 
  診療等にお るオ ライ 資格確認等   ムの導入に関する   ムベ ダ

  技術解説書 

4 セキ リ ィガイドライ  医療機関等  総

合ポ タ サイト

(「手順書・    

 」の一覧)  

オ ライ 資格確認等、レセプトのオ ライ 請求及び健康保険組合に対する社

会保険手続きに係る電子申請   ムに係るセキ リ ィに関するガイドライ  

 

〇オ ライ 資格確認端末を          でセット ップする場合 

No 

 

掲載名 掲載場所／ 

ドキュメ トリ ク 正式ドキュメ ト名 

1 医療機関等  セット ップ手順書 医療機関等  総

合ポ タ サイト

(「手順書・    

 」の一覧) 

医療機関等  セット ップ手順書(資格確認端末編) 

2 連携 プリケ    導入手順書 

連携 プリケ    導入手順書 

3 連携 プリケ    操作手順書 

連携 プリケ    操作手順書 

 

〇オ ライ 資格確認等   ム導入後 

No 

 

掲載名 掲載場所／ 

ドキュメ トリ ク 正式ドキュメ ト名 

1-1        (本書) 
医療機関等  総

合ポ タ サイト

(「手順書・    

 」の一覧)  

            オ ライ 資格確認等   ム        

1-2 

 

       (顔認証付きカ ドリ ダ を設置している          の

み) 

病院・診療所  オ ライ 資格確認等   ム        

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011193
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011193
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011193
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011193
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010121
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010121
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010121
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010121
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010121
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010121
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001024239.pdf
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
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No 

 

掲載名 掲載場所／ 

ドキュメ トリ ク 正式ドキュメ ト名 

2 クイックガイド 

             オ ライ 資格確認クイックガイド 

3-1 トラブ     ィ グ編 

トラブ     ィ グ編 

3-2 
トラブ     ィ グ編 

 イナ資格確認 プリのトラブ     ィ グ編 

4 操作     (一般利 者・医療情報閲覧者編) 

オ ライ 資格確認等   ム操作     (一般利 者・医療情報閲覧者

編) 

5 操作     (医療情報閲覧編) 

オ ライ 資格確認等   ム操作     (医療情報閲覧編) 

6 操作     (管理者編) 

オ ライ 資格確認等   ム操作     (管理者編) 

7 操作     (   ム障害時編) 

オ ライ 資格確認等   ム操作     (   ム障害時編) 

8 操作     (災害時医療情報閲覧編) 

オ ライ 資格確認等   ム操作     (災害時医療情報閲覧編) 

9 電子カ     ム等操作      ― 

(担当ベ ダ にご確認ください。) 

10 レセプトコ ピ  タ 端末等操作      ― 

(担当ベ ダ にご確認ください。) 

 イナ在宅受付Web を利 する場合対象(11) 

11 

 イナ在宅受付Web    ム操作      

 

医療機関等  総

合ポ タ サイト

(「手順書・    

 」の一覧) 

 イナ在宅受付Web    ム操作     (  診療等編) 

 イナ資格確認 プリを利 する場合対象(12-1,12-2,12-3) 

12-1 
 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方 

医療機関等  総

合ポ タ サイト

(「手順書・    

 」の一覧) 

 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方_Android 編 

12-2 
 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方 

 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方_iOS 編 

12-3 
 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方 

 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方_Windows編 

 

  

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011365
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第１章 はじめに 

         導入のメリット 

オ ライ 資格確認等   ムを導入することで、主に以下のとおり業務が変わります。 

なお、オ ライ 資格確認等   ムは 24時間 365日いつでも利 可能です。 

 

  師等は利 者の自宅等でオ ライ 資格確認を行えるようになります。オ ライ 資格確

認とは、利 者の有効な公的医療保険や生活保 (医療扶助)の資格をその場で電子的に確

認できる仕組みであり、資格情報入力の手間を削減します。また、オ ライ で有効な資格情報

を確認した上でレセプト請求が可能になることから、レセプト返戻の削減が期待されます(レセプト

振替機能については公費負担及び高額療養費該当等以外の電子レセプトが対象です。)。 

 

          において、薬剤情報、手術情報を含む診療情報(以下「診療情報」とい

う。)、特定健診情報を閲覧できるようになるため、過去のこれらの情報を踏まえた    が可

能になります。 
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              の全体像 

  

①  情報の登録 

医療保険者等は個人単位の加入者情報(資格情報を含む)を中間サ バ 等に登録します。

中間サ バ 等からオ ライ 資格確認等   ムに資格情報が連携されます。 

②  情報の照会 

          は、医療保険者等が登録した資格情報を照会します。 イナ バ カ 

ド※1 による資格確認の際には、利 者証明 電子証明書※2を利 します。 

 

③薬剤情報、診療情報の抽出 

オ ライ 資格確認等   ムでは、毎月 5～10 日までに受 付 た医科・歯科・調剤レセプ

トから薬剤情報、診療情報が一括して 11日の朝までに抽出されます。11～12日に受 付 た

医科・歯科・調剤レセプトはそれぞれ翌朝までに登録されます。 

④特定健診情報の登録 

医療保険者等は、個人単位被保険者番号※3 を含む特定健診情報を登録します。健診受

診年度の翌年度 11 月 1 日までに全保険者が法定報告を実施し、報告された特定健診情報

がオ ライ 資格確認等   ムに登録されます。法定報告が行われるまでに、保険者によっては

実施された特定健診の情報が順次登録される場合もあるため、個人ごとに特定健診情報の表

示時期が異なる場合もあります。保険者が最新の特定健診情報を登録する時期につきましては、

厚生労働省HP掲載の各保険者の特定健診情報登録予定をご参照ください。 

40 歳未満の事業者健診の場合は、医療保険者等によって健診情報がオ ライ 資格確認

※1 当     においては、実物の イナ バ カ ド及び   トフォ の イナ バ カ ドの総称とします。（第２章 オ ライ 資格確認 13 ペ ジ参照） 

※2  イナ バ カ ドに搭載されている、「利 者本人であること」を証明する電子証明書です。 
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等   ムに随時登録されます。 

生活保 受給者に対して実施された健診の場合は、福祉事務所等によって健診情報がオ 

ライ 資格確認等   ムに随時登録されます。 

 

⑤薬剤情報、診療情報、特定健診情報の閲覧 

利 者が    時において資格確認時に同意した場合、          のセキ リ

 ィ基準を満たした閲覧 端末及び資格確認端末又は電子カ     ム等の端末から薬剤情

報、診療情報、特定健診情報を閲覧できます※4。 

 

 
  

※3被保険者資格に係る記号・番号(世帯単位)に２桁の枝番がついた番号で、医療扶助においては、受給者番号がこれに相当します。 

※4 利 目的以外の 途で使 するなどの行為は禁止されています。違反が判明した場合、実施機関へ直ちに報告してください。一定期間違反行為の是正

がされない場合、サ ビ 提供停止等となる場合があります。また、実施機関は報告等の提出を求めることができます。詳細は「オ ライ 資格確認等   ム利

 規約」第 25 条、第 26 条を参照してください。 
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運営からのお知らせについて 

オ ライ 資格確認等   ムの 営に関わるお知らせについては、①ポ タ サイトへのお知ら

せの掲載、②ポ タ サイトの カウ ト取得時に登録したメ   ドレ 宛にお知らせの送信、③

オ ライ 資格確認端末の Web ブラウザへの表示の３つの方法で実施しております。また、 イナ

資格確認 プリを使 している場合は④ イナ資格確認 プリのログイ 時に表示されるポップ ッ

プからお知らせを確認することができます。それぞれの掲載内容、方法について以下に記載しており

ますので、ご参照の上、日々お知らせをご確認ください。 

災害時や緊急時のお知らせは、ポ タ サイトのほか、メ  にてお知らせいたしますので併せて

ご確認ください。 

 

① ポ タ サイトへのお知らせの掲載 

オ ライ 資格確認等   ムの 営に関わるお知らせは医療機関等  総合ポ タ サイト
※に掲載されます。 

 

 

※ 医療機関等  総合ポ タ サイト 

URL:https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=csm_index 

 

② ポ タ サイトの カウ ト取得時に登録いただいたメ   ドレ へのお知らせ送信 

「災害時医療情報閲覧」機能の利 開始案内や各種申請結果等は、医療機関等  総

合ポ タ サイトへの カウ ト取得時にご登録いただいたメ   ドレ 宛に送信されます。 

  

③ オ ライ 資格確認端末のWeb ブラウザへの表示 

各          のお知らせは、資格確認端末にてオ ライ 資格確認等   ムのロ

グイ 時にポップ ップにて表示されます。 

 

④  イナ資格確認 プリのログイ 時に表示されるポップ ップ 

日々のお知らせに加え、障害時のお知らせは イナ資格確認 プリのログイ 時にポップ ップに

て表示されます。ポップ ップに表示されているリ クをクリックすると、ポ タ サイトのお知らせペ ジ

に遷移します。 

  

二次元コ ド 

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index
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本書の改訂について 

本書は、オ ライ 資格確認等   ムを導入した          において、業務理解の

ためにご利 いただくことを想定し作成しています。内容に変更があった場合は、適宜改訂を行う

予定です。 

 

 

 本文中に記載されている会社名、サ ビ 名等は、一般に各社の登録商標又は商標です。 

 本文中では TM、(R)  ク等は明記しておりません。 

※ iPhone の商標は、 イホ 株式会社のライセ  にもとづき使 されています。 
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第２章           

概要 

オ ライ 資格確認等   ムでの資格確認には、「    時の資格確認( イナ バ カ 

ド)」、「継続的な    が行われている場合の２回目以降の    前に行う資格確認

(再照会)」があります。また、オ ライ 資格確認等   ムでは、  上の機能として、「資格確

認書等を いた資格情報の照会」、「医療扶助において利 者宅に  した後に実施する資格

確認(一括照会)」があります。 

なお、業務上で 題が発生した場合には「第４章 困った時には」をご確認ください。 
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訪問看護時の     

    では イナ バ カ ドで資格確認をする場合、モバイ 端末等(   トフォ 、タブ

レット、ノ ト PC等)から イナ在宅受付Web や イナ資格確認 プリを利 することで、利 者

の自宅等でオ ライ 資格確認を実施することが可能になります。 

 イナ在宅受付Web は、 イナ バ カ ドに設定された暗証番号の入力や   トフォ での

生体認証による本人確認を行うことで、利 者の自宅等において利 者の資格情報の取得や

診療情報等の閲覧に関する同意の取得(登録)を可能とする Web サ ビ であり、このほか同意

内容の照会・更新や同意の取消しを行うことができます※。 

 イナ資格確認 プリは、 イナ バ カ ドに設定された暗証番号の入力による本人確認に加

えて、目視による本人確認も可能とする プリケ    であり、資格情報の確認や同意内容の照

会や同意の取消しを行うことができます。 

なお、高齢受給者証、限度額適 認定証、限度額適 ・標準負担額減額認定証及び特

定疾病療養受療証を提示された場合でも資格確認を行ってください。ただし、オ ライ 資格確

認を実施した場合には、これらの証の提示が不要になります。 

※  イナ在宅受付Web で顔認証 イナ バ カ ドは使 できません。 
 

 

 

 

※ 以降、 イナ バ カ ドは実物の イナ バ カ ドと   トフォ の イナ バ カ ドの総称とします。 

 

実物の 

マ ナ バーカード 

 

    書   マートフォ の 

マ ナ バーカード 

 

※ 券面に氏名、住所、生年

月日、性別、 イナ バ 

と本人の顔写真等が表示

されたプラ チック製の ICチ

ップ付きカ ド 

※  イナ バ カ ドの電子

証明書機能が追加され

た   トフォ  
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 イナ在宅受付web・ イナ資格確認 プリでの本人確認方法 

 

 

顔認証 イナ バ カ ド(暗証番号設定のない イナ バ カ ド)の場合

 

 イナ バ カ ドの追記欄に「顔認証」と記

載されている場合は顔認証 イナ バ カ ド

（暗証番号設定のない イナ バ カ ド）で

あるため、 イナ資格確認 プリを いて目視確

認による認証を行ってください。 

 

 

 

 

利 者が顔写真なし イナ バ カ ド（顔写真のない イナ バ カ ド）を持参した場合 

 

申請時に 1歳未満の場合、顔写真が不要とな

り、顔写真のない イナ バ カ ド（顔写真なし

 イナ バ カ ド）が発行されます。 

 イナ バ カ ドに顔写真がなく、「有効 申

請時１歳未満のため顔写真省略」と記載されて

いる場合は「顔写真なし イナ バ カ ド」である

ため、暗証番号による認証を行うよう利 者およ

び法定代理人にご案内ください。 
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  イナ在宅受付Web の場合 

             の端末で イナ在宅受付Web へ クセ する場合 

利 者の端末で イナ在宅受付Web へ クセ する場合 

 

※    トフォ で イナ在宅受付Web へ クセ した場合の画面例。 

 

  イナ資格確認 プリの場合 

 
※  イナ資格確認 プリを   トフォ で利 した場合の画面例。 

 

 

  イナ在宅受付Web の場合 

 ポイ ト マ ナ在宅受付Web において         する際の事前準備 

 

 イナ在宅受付 Web を いたオ ライ 資格確認を行うにあたり、「 イナ在宅受付

Web」の URL・二次元コ ドを生成・取得する必要があります。詳細は、操作     (管

理者編)の「第 5章 医療機関別URL 取得・変更」を参照してください。 

          の端末を いて資格確認を行う場合は、取得した URL を端末で開

き、お気に入り登録をしておくと、いつでも クセ することができて便利です。また、利 する端

末 に イナポ タ  プリをイ  ト  してください。詳細及び操作方法は「 イナ在宅受付

Web    ム操作     （  診療等編）」をご確認ください。 

利 者の端末を いて資格確認を行う場合は、取得した二次元コ ドを利 者が読み

取れるようにご準備ください。 
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(１)マ ナ在宅受付Web へアクセ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  師等は初回  時に利 者の資

格確認、同意登録を実施します。 

 

          の端末で イナ在

宅受付Web へ クセ する場合 

URL をクリックするなどして、 イナ在宅受付

Web へ クセ します※。 

※ URL は          毎に発行される

もので、オ ライ 資格確認等   ムからダウ

 ロ ドすることが可能です(URL の二次元

コ ドも作成可能)。URL、二次元コ ドの取

得方法については操作     (管理者編)

の「第5章 医療機関別URL取得・変更」を

確認してください。また、 イナ在宅受付 Web

は、モバイ 端末等に URL の   トカットを

作成しておくか、ブラウザのお気に入りに設定し

ておくことで、 ム ズな クセ が可能になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 者の端末で イナ在宅受付 Web

へ クセ する場合※1 

   師等は利 者に二次元コ ド※2 又は

URL を連携し、利 者は自身の端末で読み

込み、 イナ在宅受付Web に クセ します。 

利 者の端末を利 する場合、同意内容の

照会・更新、取消しが容易となるといった面も

あります。   

※1 URL は          毎に発行されるも

ので、オ ライ 資格確認等   ムからダウ 

ロ ドすることが可能です(URL の二次元コ ド

も作成可能)。URL、二次元コ ドの取得方法

については操作     (管理者編)の「第5章  
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医療機関別 URL 取得・変更」を確認してくださ

い。 

※2 事前に取得した二次元コ ドを印刷して  先

に持っていく方法や医療機関端末で イナ在宅

受付 Web に クセ し、メ   画面下部にあ

る二次元コ ドを利 する方法があります。 

 

 

 

(２)同意登録準備 

 

 

  師等は利 者が イナ バ カ ド

を持っているか、 イナ バ カ ドへの健康

保険証利 登録が完了しているか確認し

てください。利 者の イナ バ カ ドの健

康保険証利 登録が未実施の場合は、同

意準備画面にある イナポ タ のリ クから

登録申込が可能です。 

注意事項 顔 証マ ナ バーカードの場合 

 

  

 イナ在宅受付Web で顔認証 イナ バ カ ドは使 できません。 
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注意事項 顔写真なしマ ナ バーカードの場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)同意内容の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イナ在宅受付 Web にて  師等が

利 者の手術情報、薬剤情報(診療情

報)※１、特定健診情報、特定疾病療養受

療証情報を閲覧することについて、利 者

は同意内容を選択します※２。 

※1 画面上、診療情報と薬剤情報は、「薬剤

情報」として一括して同意を取得しますが、

オ ライ 資格確認等   ムの環境設

定情報更新画面にある閲覧同意の利 

有無において、診療情報を「利 しない」

と設定している          の場

合は、薬剤情報のみに対して同意を取得

します。 

※2 限度額適 認定証情報の取得について、

 イナ バ カ ドを いて資格確認を

行った際は利 者による同意は不要です。 

  

申請時に 1 歳未満の場合、顔写真が不要となり、顔写真のない イナ バ カ 

ド（顔写真なし イナ バ カ ド）が発行されます。顔写真なし イナ バ カ ド

は、目視確認を行うことができないため、暗証番号による認証を行うよう利 者および

法定代理人にご案内ください。※ 

※ 顔写真なし イナ バ カ ドの場合の  は、14ペ ジ「利 者が顔写真なし

 イナ バ カ ドを持参した場合」をご確認ください。 
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(４)同意内容の   

 

 

 

 

 

 

 

  師等は利 者と同意登録内容の

確認を行い、「同意内容を登録する」ボタ 

を押下します。また、利 者自身が操作で

きる場合には、利 者自身が確認・押下す

ることが可能です※。

 

 

※     師は、継続的な関係のもと  

  が行われている間、登録された同意

に基づき、利 者の診療情報・薬剤情報

等の照会を行うことが可能となることや、利

 者はいつでも同意を取り消すことが可能

であることについて、利 者等に説明を

行ってください。また、利 者等が 2 回目

以降の  時について診療情報・薬剤情

報等の閲覧を希望しない場合には、2 回

目以降において、改めて必要に応じて診

療情報・薬剤情報等の取得・活 するこ

との確認を行うことが重要です。 
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(５)マ ナ バーカード 証 

 

 

 

 

          の端末で イナ在宅受付Web へ クセ する場合 

 認証方法のパタ  は以下の通りです。 
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I. 利 者が実物の イナ バ カ ドを使 する場合 

Ⅰ-1）          の端末が   トフォ の場合 

＜Android の場合＞ 

  
＜iPhone の場合＞ 

 

 

①    トフォ にあらかじめイ  ト  し

た イナポ タ が自動的に起動します。 

② 利 者が イナ バ カ ドの 4 桁の暗

証番号を入力します※。 

③ 利 者が イナ バ カ ドを   ト

フォ にかざします。 

④ 本人確認完了後、画面に表示された

「外部サ ビ に戻る」を押下する又はブ

ラウザボタ を押下すると、 イナ在宅受

付Web に戻ります。 

※ 利 者が暗証番号を入力するときは、

他人から暗証番号を覗かれないようにご

留意ください。 

 

Ⅰ-2)           の端末がタブレット・ノ ト PC で二次元コ ド認証を選択した場合 

 

 
 

 

① 利 者タブレット・ノ トPC画面に表

示された二次元コ ドを利 者自身

の   トフォ の イナポ タ  プリ

で読み込みます。 

②  イナ バ カ ドの 4桁の暗証番号を

入力してください（最新の イナポ タ

  プリをご利 ください。）※。 

※ 利 者が暗証番号を入力するときは、

他人から暗証番号を覗かれないように

ご留意ください。 

  



第２章 オ ライ 資格確認 

22 

 Ⅰ-3)           の端末がタブレット・ノ ト PC で IC カ ドリ ダライタ認証を選択した

場合 

 

 
 

 

① タブレットやノ ト PC にあらかじめイ  

ト  した イナポ タ が自動的に起

動します。 

② 利 者が イナ バ カ ドの４桁の暗

証番号を入力します※。 

③ 利 者が イナ バ カ ドを IC カ ド

リ ダ にかざし、「読み取り開始」ボタ 

を押下すると利 者証明 電子証明

書の照合が行われます。 

④ ブラウザボタ を押下すると、 イナ在宅

受付Web に戻ります。 

※ 利 者が暗証番号を入力するときは、他

人から暗証番号を覗かれないようにご留意

ください。 

  

  

暗証番号とは 

 イナ バ カ ドを市区町村の窓⼝

などで受 取った際に、利 者証明 

電子証明書に設定した数字 4 桁の暗

証番号のことです。 

 



第２章 オ ライ 資格確認 

23 

II. 利 者が   トフォ の イナ バ カ ドを使 する場合 

※           の端末が   トフォ の場合、   トフォ の イナ バ カ ドを いての同

意登録はできません。タブレット・ノ ト PC の場合は二次元コ ド認証を選択し本人確認を実施して

ください。 

 Ⅱ-1) 本人確認方法で生体認証等を選択した場合 

 

＜          端末(タブレット・ノ ト

PC)画面＞ 

 
 

＜利 者の   トフォ が Android の場合＞ 

 
 

＜利 者の   トフォ が iPhone の場合＞ 

 

 

 

 

 

①   師等は画面に表示された「 

  トフォ （二次元コ ド）認証で

同意内容を登録する」を押下し、利

 者はタブレット・ノ ト PC 画面に表

示された二次元コ ドを利 者自身

の   トフォ の イナポ タ  プリ

で読み込みます。 

 

 

② 利 者は イナポ タ  プリを い

て生体認証等で本人確認を実施し

ます。 
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Ⅱ-2）本人確認方法で暗証番号認証を選択した場合 

 

＜          端末(タブレット・ノ ト

PC)画面＞ 

 

＜利 者の   トフォ が Android の場合＞ 

 

＜利 者の   トフォ が iPhone の場合＞ 

 

 

①   師等は画面に表示された「   

トフォ （二次元コ ド）認証で同意

内容を登録する」を押下し、利 者は

タブレット・ノ ト PC 画面に表示された

二次元コ ドを利 者自身の   ト

フォ の イナポ タ  プリで読み込み

ます。 

 

 

② 利 者は イナポ タ  プリにて  ホ

 利 者証明 電子証明書の暗証

番号を入力します。 

 

 

 

  

   ホ 利 者証明 電子証明書

の暗証番号とは 

 イナ バ カ ドをご自身の   ト

フォ に追加する際に設定した利 者証

明 電子証明書の数字 4 桁の暗証番

号のことです。 
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利 者の端末で イナ在宅受付Web へ クセ する場合 

  認証方法のパタ  は以下の通りです。  

  
I. 利 者が実物の イナ バ カ ドを使 する場合 

 

＜Android の場合＞ 

 
 

＜iPhone の場合＞ 

 

 

①    トフォ にあらかじめイ  ト  

した イナポ タ が自動的に起動し

ます。 

② 利 者が イナ バ カ ドの 4 桁の

暗証番号を入力します※。 

③ 利 者が イナ バ カ ドを   

トフォ にかざします。 

④ 本人確認完了後、画面に表示され

た「外部サ ビ に戻る」又はブラウザ

ボタ を押下すると、 イナ在宅受付

Web に戻ります。 

※ 利 者が暗証番号を入力するときは、

他人から暗証番号を覗かれないよう

にご留意ください。 
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II. 利 者が   トフォ の イナ バ カ ドを使 する場合 

 Ⅱ-1) 本人確認で生体認証を選択した場合 

 

＜Android の場合＞ 

 
 

＜iPhone の場合＞ 

 

 

 

①    トフォ にあらかじめイ  ト  し

た イナポ タ が自動的に起動します。 

② 利 者は イナポ タ  プリを いて

生体認証等で本人確認を実施します。 

③ 本人確認が完了後、画面に表示された

「外部サ ビ に戻る」又はブラウザボタ

 を押下し、 イナ在宅受付Web に戻

ります。 
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Ⅱ-2）本人確認で暗証番号認証を選択した場合 

 

＜Android の場合＞ 

 
 

＜iPhone の場合＞ 

 

 

 

①    トフォ にあらかじめイ  ト  し

た イナポ タ が自動的に起動しま

す。 

② 利 者は イナポ タ  プリにて  ホ

 利 者証明 電子証明書の暗証

番号を入力します。 

 

③ 本人確認が完了後、画面に表示された

「外部サ ビ に戻る」又はブラウザボタ

 を押下し、 イナ在宅受付Web に戻

ります。 

 
 

 

  

   ホ 利 者証明 電子証明書

の暗証番号とは 

 イナ バ カ ドをご自身の   ト

フォ に追加する際に設定した利 者証

明 電子証明書の数字 4 桁の暗証番

号のことです。 
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  ポイ ト マ ナ バーカードの取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイ ト 利用者本人が暗証番号を入力できない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイ ト 暗証番号がロックされたら 

 

 

 

 

 

  

暗証番号認証による資格確認は原則として利 者本人が行う必要があります。 

例外として、乳幼児又は成年被後見人については、法定代理人が利 者本人に代

わって暗証番号を入力することは可能です。 

 イナ バ カ ドの暗証番号は本人確認のために重要なものであることから、慎重に

扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではありませ

ん。ただし、本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、  師等が入力の動

作補助を行うことは差し支えありません。 

なお、利 者本人による暗証番号の入力が難しい場合は、 イナ資格確認 プリを

 いた  師等の目視による本人確認により、資格確認を行うことも可能です。 

 

 

 

個人情報保 の観点から、原則として利 者本人が、  師等が持参したモバイ 

端末等に イナ バ カ ドをかざすようにしてください。  師等は実物の イナ バ 

カ ドに記載してある イナ バ を書き留めたり、保管したりしてはい ません。 

ただし、利 者本人が自身で イナ バ カ ドをモバイ 端末等にかざすことが難し

い等のやむを得ない事情があり、本人から希望があった場合、家族の方や介助者、 

 師等が利 者本人の イナ バ カ ドをモバイ 端末等にかざす等の必要な支援を

行うことは、差し支えありません。 

暗証番号の入力を連続で3回間違えると暗証番号がロックされます。ロック解除及び

暗証番号の初期化は、住民票がある市区町村の窓⼝でのみ実施可能です。 
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(６)同意登録完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格情報の取得・同意登録が正常に完

了した場合、同意登録完了画面が表示さ

れますので、利 者の資格情報を確認して

ください※。終了後はブラウザのタブを閉じて

いただいても 題ありません。 

※ 医療扶助の場合、資格情報は利 者の

氏名と区分のみ表示されます。利 者の

医療券情報は表示されません。 
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(７)利用者情報の要求・     

 

 

 

 

 

 

 

 

  師等はレセプトコ ピ  タ 端末 

等から、          コ ドをキ に 

オ ライ 資格確認等   ムに登録されて 

いる資格情報等を照会します。 

※ 有効開始年月日が同一の資格が複数存在

する場合は、 

・ 有効開始日が直近のもの 

・ 保険制度の市町村国保以外のもの  

・ 有効終了日が遠いもの 

を条件に資格を自動的に特定します。 

※ 医療扶助の場合は、 

・ 資格取得年月日が直近のもの  

・ 資格喪失年月日が遠いもの 

を条件に資格を自動的に特定します。 

 

 

 

オ ライ 資格確認により取得可能な資格情報の項目例※ 

⚫ 氏名 

⚫ 性別 

⚫ 生年月日 

⚫ 保険者番号 

⚫ 被保険者資格に係る記号・番号・枝番 

⚫ 有効開始年月日 

⚫ 有効終了年月日 

※ 全項目については本     「第２章 オ ライ 資格確認」の「資格確認結果の取扱い・留意事項」

をご参照ください。 
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ポイ ト 電子証明書の有効期限切れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実物の イナ バ カ ドの利 者証明 電子証明書の更新を失念している人や何

らかの事情で更新手続きができていない人が、医療機関等において資格確認が行え

ず、困らないための救済措置として、電子証明書の有効期間満了日の属する月の末

日から３ヵ月間（以下「猶予期間」という。）においては、資格情報のみ、オ ライ 資

格確認等   ムで確認が可能です。   

なお、猶予期間の間に利 者が イナ バ カ ドの更新手続きを実施しなかった場

合は、 イナ保険証の利 登録が解除され、医療保険者等から資格確認書が交付さ

れます。 

 

＜実物の イナ バ カ ドの利 者証明 電子証明書の猶予期間を過ぎている場

合＞ 

 実物の イナ バ カ ドの利 者証明 電子証明書の猶予期間が過ぎている場合

は以下の方法で資格確認を行ってください。 

資格確認ができない場合は資格確認書等か、実物の イナ バ カ ドと資格情報

のお知らせを併せて提示するか、又は、 イナポ タ からダウ ロ ドした資格情報画面

（PDF）と実物の イナ バ カ ドを併せて提示することで、資格確認を行ってください
※。 

※ 医療扶助において、猶予期間が過ぎており、資格確認ができない場合は、以

下の対応を行ってください。 

 利 者が紙の医療券を所持している場合は、医療券に記載された公費負担

者番号・受給者番号でオ ライ 資格確認を実施します。中間サ バ 等か

らオ ライ 資格確認等   ムに資格情報が連携されていない場合は、利

 者の所持する医療券に記載された資格情報等を確認し、会計してくださ

い。 

 利 者が紙の医療券を所持していない場合は、現行の  に基づき、利 

者の属する福祉事務所へ照会してください。 
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注意事項  マホ用利用者証明用電子証明書の場合  

     トフォ の イナ バ カ ドの場合は猶予期間を設 ていないため、  ホ 利

 者証明 電子証明書の有効期間満了日以降、   トフォ の イナ バ カ ド

でのオ ライ 資格確認はできなくなります※1,2。 

※1   ホ 利 者証明 電子証明書の有効期限が切れている場合は、まず利 者に実物の

 イナ バ カ ドを所持していないか確認してください。所持している場合は実物の イナ 

バ カ ドでオ ライ 資格確認を実施するよう案内してください。 

※2  イナ バ カ ドの利 者証明 電子証明書の猶予期間が過ぎている場合は、上記「ポ

イ ト 電子証明書の有効期限切れ」の「 イナ バ カ ドの利 者証明 電子証明書の

猶予期間を過ぎている場合」を参照ください。 
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 イナ バ カ ドでの資格確認時に有効な資格が存在しない場合の照会結果 

 

  

照会結果 想定されるケー  

資格を喪失している(資格が無効)と表示さ

れる 

✓ 転職等で月末に資格を喪失しているが、転

職先の保険者でデ タ登録が間に合ってい

ないケ   

該当する資格がないと表示される 

✓ 令和 2年 10 月 1 日以前から現在まで同

一の勤務先に勤務しているが、該当保険者

においてオ ライ 資格確認等   ムで利

 するデ タの登録が行われていないケ   

✓    トフォ の イナ バ カ ド利 時、

保険証利 申請から５分経たずにカ ド

リ ダ にかざしているケ   

有効(未登録)と表示される 

✓ オ ライ 資格確認等   ムに資格情報

が登録されている生活保 受給者が、福

祉事務所から未委託の状態(医療券未発

行)で          を利 したケ 
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資格証類等にお るオ ライ 資格確認可否一覧※ 

 

No. 資格証類 
オ ライ 資格確認 

(可能:○、不可:×) 

1 高齢受給者証 ○ 

2 限度額適 認定証 ○ 

3 限度額適 ・標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証 ○ 

4 特定疾病療養受療証 ○ 

5 
自衛官診療証、自衛官限度額適 認定証、自衛官限度額適 ・標

準負担額減額認定証、自衛官特定疾病療養受療証 
○  

6 被保険者受給資格者票 × 

7 船員保険療養補償証明書/船員組合員療養補償証明書 × 

8 船員保険継続療養受領証明書/船員組合員継続療養受療証明書 × 

9 一部負担金等減免(免除・徴収猶予)証明書 × 

10 公費負担・地域単独事業の受給証 × 

11 生活保 受給者に交付される医療券等 ○ 

※ 順次対象範囲を拡大していく予定です。 
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オ ライ 取得可能な高額療養費制度情報( イナ バ カ ドの場合) 

 

 

 

 
 
 
診療情報・薬剤情報等の健康・医療情報の照会可能期間 

    においては、初回  時の同意取得から当該          との継続的な関

係のもと    が行われている間（毎月、    （医療保険）が行われていることがレセプ

ト請求の審査結果から確認できる必要がある。）、利 者による同意取消しや イナ保険証の利

 登録解除がなされない限り、    の実施などの際に、オ ライ 資格確認等   ムに対し

て利 者の診療情報・薬剤情報等の照会を行うことが可能です※。ただし、２回目以降の   

 を行うに当たり、少なくとも例えば月に１回は、当該情報を照会・閲覧することについて利 者本

人に⼝頭により説明・確認し、その旨を記録することが望ましいです。 

※ 照会した情報をダウ ロ ドし、その情報を電子カ     ムで照会する場合を除きます。 

 

(８)照会番号の登録 

 

 

 

 

          ごとに任意で照会

番号をオ ライ 資格確認等   ムに登

録しておくことができます。 

 

 

 

ポイ ト 照会番号の登録のメリット 

  

  

対象となる証類 主に表示される内容 

限度額適 認定証 適 区分 

限度額適 ・標準負担額減額認定証、 

標準負担額減額認定証 
適 区分(長期入院該当年月日) 

特定疾病療養受療証 認定疾病名(自己負担限度額) 

照会番号の登録は任意ですが、登録しておくことで前回の  時点から保険者等を異

動した利 者の場合でも、 ム ズに利 者を特定できます。 

照会番号とは 

レセプトコ ピ  タ 端末等と連携され

る、利 者を特定する番号です。 
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 イナ在宅受付Web の場合の対応手順フロ  
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  イナ資格確認 プリの場合 

 

ポイ ト マ ナ    アプリにおいて         する際の事前準備 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ログ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  師等は生体認証又はパ コ ドでロ

グイ します※。 

※ 設定により生体認証又はパ コ ドでのログ

イ となります。設定の詳細は「 イナ資格確

認 プリのセット ップと使い方」をご確認くださ

い。 

 

 

  

 イナ資格確認 プリを いたオ ライ 資格確認を行うにあたり、モバイ 端末への イナ

資格確認 プリのイ  ト  、初回ログイ 及び   ム設定を事前に実施します。手順の

詳細は「 イナ資格確認 プリのセット ップと使い方」、操作     (管理者編)「第 6 章 

 イナ資格確認 プリ管理」をご確認ください。 

 

 

生体認証 パ コ ド
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（２）本人 証方法の選択

 

 

 

本人認証方法を変更する場合、  師等

は画面右上の歯車  ク  を押下して イナ

資格確認 プリメ   を表示し、「セキ リ ィ

設定」を選択してください。 

利 者の イナ バ カ ドの種類を確認し

た上で、本人認証方法を選択してください。 

 

 

 

 

 

○ 目視による本人確認を行う場合 

「目視確認で本人認証」が有効になって

いることを確認します。 

 

○ 4 桁の暗証番号の入力による本人確

認を行う場合 

「目視確認で本人認証」が無効になって

いることを確認します。 
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（３）同意内容の選択 

 

 イナ資格確認 プリにて  師等が利 

者の手術情報、診療情報、薬剤情報※１、処

方・調剤情報、特定健診情報、特定疾病療

養受療証情報を閲覧することについて、利 

者は同意内容を選択します※２。 

※1 オ ライ 資格確認等   ムの環境設定情報

更新画面にある閲覧同意の利 有無において、

診療情報を「利 しない」と設定している  

        の場合は、薬剤情報のみに対

して同意を取得します。 

※2 限度額適 認定証情報の取得について、 イ

ナ バ カ ドを いて資格確認を行った際は

利 者による同意は不要です。 
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（４）登録内容の   

 

  師等は利 者と同意登録内容の確

認を行います。また、利 者自身が操作できる

場合には、利 者自身が確認・押下すること

が可能です※。 

※     等では、継続的な関係のもと   

 等が行われている間、登録された同意に基づ

き、利 者の診療情報・薬剤情報等の照会を

行うことが可能となり、利 者はいつでも同意を

取り消すことが可能です。  師等はこれらのこ

とについて利 者等に説明を行ってください。また、

利 者等が2回目以降の  時について診療

情報・薬剤情報等の閲覧を希望しない場合に

は、2 回目以降において、取得・活 することの

確認を行うことが重要です。 

 

Ⅰ利 者が実物の イナ バ カ ドを使 す

る場合 

「 イナ バ カ ド（目視）」又は「 イナ

 バ カ ド（暗証番号）」のボタ を押下し

ます。 

 

Ⅱ利 者が   トフォ の イナ バ カ ド

を使 する場合 

利 者の   トフォ の機種に応じて

「iPhone」又は「Android」を押下します。 
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（５）本人   

 

「（２）本人認証方法の選択」で設定した

方法で、  師等は利 者の本人確認を実

施します。 

 

Ⅰ利 者が実物の イナ バ カ ドを使 

する場合 

〇 目視による確認を行う場合 

  師等は利 者の イナ バ カ ドの

顔写真を目視で確認し、本人確認を行い

ます※。 

※ 原則として利 者本人が  師等に顔写

真を提示するようにしてください。 

 

○ 4 桁の暗証番号の入力による本人確認

を行う場合 

「患者に暗証番号の入力をお願いしてくださ

い」とポップ ップが出るため、  師等は OK

ボタ を押下後に、利 者に暗証番号※の入

力を依頼します。 

利 者は暗証番号を入力し「次へ」を選択し

ます。 

※  イナ バ カ ドを市区町村の窓⼝などで

受 取った際に、利 者証明 電子証明

書に設定した数字 4桁の暗証番号です。 
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Ⅱ利 者が   トフォ の イナ バ カ ド

を使 する場合 

〇利 者の   トフォ が iPhone の場合 

「患者ご自身の   トフォ で Apple ウォ

レットを立ち上げ、 イナバ カ ドが表示さ

れていることを確認し、生体認証(Face ID

もしくは Touch ID)することをお願いしてくだ

さい」とポップ ップが出るため、  師等は

OK ボタ を押下後に、利 者に   ト

フォ の イナ バ カ ドの生体認証を依

頼します。 

 

○利 者の   トフォ が Android の場合 

「患者に４桁の暗証番号(  ホ 利 者

証明 電子証明書の暗証番号※)の入力

をお願いしてください」とポップ ップが出るた

め、  師等は OK ボタ を押下後に、利

 者に暗証番号の入力を依頼します。 

利 者は暗証番号を入力し「次へ」を選択

します。 

※  イナ バ カ ドをご自身の   トフォ に

追加する際に設定した利 者証明 電子

証明書の数字４桁の暗証番号です。 

 

 

ポイ ト 目視による  の留意事項

 

  

目視による確認は、本人確認作業を  師等の判断で行うため、第三者の利 を

防止するためにも本人確認に相違がないようお願いします。 
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注意事項 顔写真なしマ ナ バーカードの場合  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイ ト 利用者本人が暗証番号を入力できない場合 

 
 

ポイ ト 暗証番号がロックされたら 

 
 

  

暗証番号認証による資格確認は原則として利 者本人が行う必要があります。 

例外として、乳幼児又は成年被後見人については、法定代理人が利 者本人に

代わって暗証番号を入力することは可能です。 

 イナ バ カ ドの暗証番号は本人確認のために重要なものであることから、慎重

に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではあり

ません。ただし、本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、  師等が入力

の動作補助を行うことは差し支えありません。 

なお、利 者本人による暗証番号の入力が難しい場合は、  師等の目視によ

る本人確認により、資格確認を行うことも可能です。 

暗証番号の入力を連続で３回間違えると暗証番号がロックされます。ロック解除及

び暗証番号の初期化は、住民票がある市区町村の窓⼝でのみ実施可能です。 

 

申請時に 1歳未満の場合、顔写真が不要となり、顔写真のない イナ バ カ 

ド（顔写真なし イナ バ カ ド）が発行されます。顔写真なし イナ バ カ ド

は、目視確認を行うことができないため、暗証番号による認証を行うよう利 者および

法定代理人にご案内ください。 

※ 顔写真なし イナ バ カ ドの場合の  は、14 ペ ジ「利 者が顔写真な

し イナ バ カ ドを持参した場合」をご確認ください。 
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（６）マ ナ バーカード読み取り 

 

 

 

 

利 者は イナ バ カ ドの読み取りを

行います※。 

※  イナ バ カ ドの読み取りを行うことができな

い一部の機種の   トフォ とタブレット・ノ 

ト PC については、汎 カ ドリ ダ を 意し

て イナ バ カ ドを読み取ってください。 

 

 

  ポイ ト マ ナ バーカードの取扱い 

  

個人情報保 の観点から、原則として利 者本人が、  師等が持参したモバイ 端

末等にかざすようにしてください。  師等は実物の イナ バ カ ドに記載してある イナ

 バ を書き留めたり、保管したりしてはい ません。 

ただし、利 者本人が自身で イナ バ カ ドをモバイ 端末等にかざすことが難しい

等のやむを得ない事情があり、本人から希望があった場合、家族の方や介助者、  師

等が利 者本人の イナ バ カ ドをモバイ 端末等にかざす等の必要な支援を行うこと

は差し支えありません。 
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 ポ  ト  マートフォ で マートフォ のマ ナ バーカードを読み取る場合  

  １．   トフォ をかざす位置 

 利 者の   トフォ の イナ バ カ ドを、 イナ資格確認 プリで読み取る際は、

NFC    ナの位置を合わせて  師等の   トフォ にかざす必要があります。 

⚫   師等又は利 者の   トフォ が iPhone の場合 

➢ iPhone の NFC    ナは端末上部にあります。 

※   師等と利 者の   トフォ が iPhone どうし 

の場合、2台の端末の上部分を近づ てください。 

⚫   師等又は利 者の   トフォ が Android の場合 

➢ Android の NFC    ナはおサイフケ タイ  ク付近にあります※。 

※ おサイフケ タイ  クがない機種は、端末の上部中央付近を目安にかざし

てください。 

➢ 双方の端末の NFC    ナ位置が近づくように、利 者の   トフォ をかざ

してください。 

➢ かざし位置の目安は右の画像をご参照ください。 

➢ 各機種の NFC位置の詳細については、以下の 

公的個人認証サ ビ ポ タ サイトの 

「   トフォ の IC カ ドセット位置について」 

をご参照ください。 

https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer/android.html  

 

２．   トフォ のかざし方 

⚫ 利 者の   トフォ が iPhone の場合 

① 利 者に iPhone 上で生体認証等を実施し、   トフォ の イナ バ カ 

ドを表示すよう依頼します。 

② 利 者のiPhoneに   トフォ の イナ バ カ ドが表示されていることを確

認したうえで、利 者の iPhone の上部を  師等の   トフォ に近づ て

ください※。 

※   師等と利 者の   トフォ が iPhone どうしの場合、   トフォ 

の イナ バ カ ドが表示されていない状態でかざすと、連絡先の共有画

面等が表示される場合があるため、  師等の iPhone では AirDrop を

オフにする等ご注意ください。 

⚫  利 者の   トフォ が Android の場合 

① 利 者に イナ資格確認 プリへ 4桁の暗証番号の入力を依頼します。 

② 利 者が入力完了後、利 者の Android を  師等の   トフォ に近づ

 てください。 

 

iPhone どうし 

https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer/android.html
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 イナ バ カ ドの健康保険証利 の申込み（利 登録）が未実施の場合 

  

Ⅰ利 者が実物の イナ バ カ ドを使 す

る場合 

① 実物の イナ バ カ ドの健康保険証の

利 登録が未実施の場合、左図のような

画面が表示されます。健康保険証の利 

登録を行う場合は、「継続する」ボタ を押

下してください。 

 

 

 

②  イナポ タ の   ムを利 した、実

物の イナ バ カ ドを健康保険証等

として利 するための申込みについて、

利 者から同意を取得します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 実物の イナ バ カ ドの健康保険証

利 を登録します。 

※ 健康保険証利 の申込み（利 登録）

には、目安として 15 秒前後要します（令

和３年２月15日時点）。また、   ム

処理に 25 秒以上掛かった場合、数分

たって処理が完了すれば、次回以降は通

常どおり資格確認をご利 いただ るため、

数分経ってからもう一度 イナ バ カ ド

をモバイ 端末にかざし、利 できるかご確

認ください。 

※ ただし、メ  ナ  等による   ム停止

の際は健康保険証利 の申込み（利 

登録）をご利 いただ ないため、資格

確認書等を いて資格確認を実施してく

ださい。 
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 毎日午前 3 時から午前 6 時はご利 

いただ ません。 

 メ  ナ  の予定は医療機関等  

総合ポ タ サイト等をご確認ください。 

 

Ⅱ利 者が   トフォ の イナ バ カ 

ドを使 する場合 

画面に従い、利 者の   トフォ から

 イナポ タ へ クセ し、 イナ バ 

カ ドの健康保険証利 の申込み（利

 登録）を実施してください※。 

※ 健康保険証利 の申込み（利 登録）

には、最長５分要します。 
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（７）登録完了 

 
 

資格情報の取得・同意内容の登録が正常

に完了した場合、同意登録完了画面が表示

されますので、利 者の資格情報※1 を確認し

てください。 

なお、画面一番下にある「閉じる」ボタ を押

下すると、資格確認結果画面から認証選択

画面に戻るため、ご注意ください※2。 

※1 医療扶助の場合、資格情報は利 者の氏

名と区分のみ表示されます。利 者の医療

券情報は表示されません。 

※2 画面右上の「コピ 」ボタ を押下することで同

意登録結果をコピ できます。 

 

 

（８）利用者情報の要求・     

 

 

 

 

 

 

 

 

  師等はレセプトコ ピ  タ 端末等から、

          コ ドをキ にオ ライ 資

格確認等   ムに登録されている資格情報

等を照会します。 
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（９）照会番号の登録 

 

          ごとに任意で照会番

号をオ ライ 資格確認等   ムに登録して

おくことができます。 

 

参照 

以下の項目については「 イナ在宅受付 Web」の場合と同様のため、該当箇所を参照してくださ

い。 

 

⚫ 暗証番号とは 

⚫ オ ライ 資格確認により取得可能な資格情報の項目例 

⚫ 電子証明書の有効期限切れ 

⚫  イナ バ カ ドでの資格確認時に有効な資格が存在しない場合の照会結果 

⚫ 資格証類等にお るオ ライ 資格確認可否一覧 

⚫ オ ライ 取得可能な高額療養費制度情報（ イナ バ カ ドの場合） 

⚫ 診療情報・薬剤情報等の健康・医療情報の照会可能期間 

⚫ 照会番号とは 

⚫ 照会番号の登録のメリット 
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 イナ資格確認 プリの場合の対応手順フロ  
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継続的な訪問看護が行われている場合の 2回目以降の訪問看護前に行う     

          のレセプトコ ピ  タ等に既に登録されている利 者について、2 回目以

降の    を行う前に、利 者の被保険者資格に係る記号・番号等を いて、オ ライ 資

格確認等   ムに対して、最新の資格情報、限度額適 認定証関連情報、特定疾病療養

受療証情報の再照会を行います。 

詳細は「操作     (一般利 者・医療情報閲覧者編)をご参照ください。 

 

再照会にお る制限事項 

 

  

項目 制限事項 

回答される資格情報 照会時点の情報 

利 回数 原則 1回/日 

照会可能件数 

1～1000 件/回 

※    でレセプトコ ピ  タから再照会する場合は 

1～500件/回 

照会結果の表示制限 

(Web 画面) 

過去 3回分の照会結果を表示 

※照会から 14日以上経過した情報は表示できません。 
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訪問看護時の同意内容の照会・更新 

    ではモバイ 端末等から イナ在宅受付 Web へ クセ することで、同意内容の照

会・更新を行うことが可能です。 

 

           の端末で イナ在宅受付Web へ クセ する場合 

 利 者の端末で イナ在宅受付Web へ クセ する場合 

 

※    トフォ で イナ在宅受付Web へ クセ した場合の画面例。 

 

(１)マ ナ在宅受付Web へアクセ  

 

 

 

 

 

 

          の端末で イナ在宅

受付Web へ クセ する場合 

URL をクリックするなどして、 イナ在宅受付

Web へ クセ します※1。 

  師等は画面上部にあるメ   ボタ を

押下します。メ   の一覧が表示されますので、

「同意照会・更新」を選択してください※２。 

※1           の端末が   トフォ の場

合、   トフォ の イナ バ カ ドを いた同

意照会・更新はできません。また、利 者が   

トフォ の イナ バ カ ドを使 する場合は、利

 者の端末から イナ在宅受付 Web へ クセ 

する方が便利です。 

※2 タブレット・ノ ト PC をご利 の場合、  師等

は利 する認証方法に合わせてメ   の一覧に

ある「同意照会・更新」を押下してください。 
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利 者の端末で イナ在宅受付 Web へ

 クセ する場合 

  師等は利 者に二次元コ ド又はURL

を連携します。利 者は自身の端末で読み込

み、 イナ在宅受付 Web に クセ し、画面上

部にあるメ   ボタ を押下します。メ   の

一覧が表示されますので、「同意照会・更新」を

選択してください。 

(2)マ ナ バーカード 証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イナポ タ  プリにて、 イナ バ カ ド

認証します。詳細な流れは「    時の資

格確認」の「（5） イナ バ カ ド認証」を

ご参照ください。 

 

 

 

(３)同意内容の照会・更新内容の選択

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会結果に基づいて、過去の同意内容

が表示されます。 

  師等は利 者の更新したい項目に

ついて確認し、変更をご案内してください。

画面下部の「更新内容を確認する」を押下

すると確認画面に遷移します。 
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(４)同意内容の更新   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  師等は利 者と同意内容の確認

を行い、「同意内容を更新する」ボタ を押

下します。また、利 者自身が操作できる

場合には、利 者自身が確認・押下するこ

とが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

(５)マ ナ バーカード 証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イナポ タ  プリにて、 イナ バ カ ド

認証します。 

詳細な流れは「    時の資格確認」の

「（5） イナ バ カ ド認証」をご参照くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://ts.accenture.com/sites/2024_WEBDelivery/Shared%20Documents/04_運用確立/02_運用マニュアル/02_訪問看護ステーション向け/202409公開版(PINなし)/訪問看護ステーション向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル_1.10版_Ver0.10.docx#マイナンバーカード認証
https://ts.accenture.com/sites/2024_WEBDelivery/Shared%20Documents/04_運用確立/02_運用マニュアル/02_訪問看護ステーション向け/202409公開版(PINなし)/訪問看護ステーション向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル_1.10版_Ver0.10.docx#マイナンバーカード認証
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(６)同意内容の更新完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意内容の更新が正常に完了した場

合、同意内容の更新完了画面が表示さ

れますので、更新情報を確認してください。

終了後はブラウザのタブを閉じていただいて

も 題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 オ ライ 資格確認 

56 

 イナ資格確認 プリで資格情報や登録内容を確認する場合 

 イナ資格確認 プリでは資格情報の確認や同意内容の照会を行うことが可能です。登録内

容の更新を行うことはできませんので、ご注意ください。 

 

 
 

 
 

① 画面右上の歯車  ク を押下し

て表示されたメ   から「セキ リ ィ設

定」を押下し、その画面内の「資格確認

結果検索」を押下すると、過去に資格確

認を行った利 者の一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

② 確認したい項目を選択すると資格確認

結果の詳細と同意内容が表示されます※。 

※   師等がこの画面から資格確認結果を

閲覧できる期間は資格確認を行った日か

ら翌日末までとなります。それ以降はレセプ

トコ ピ  タ 端末等から資格確認結果

を閲覧してください。 

※ 資格確認時に資格情報が表示された利

 者の情報のみ検索できます。該当する

資格がない場合等は、検索結果に表示さ

れません。 
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同意登録の取消し 

          で行う方法  

 

利 者宅で行う方法 

①  イナ在宅受付Web の場合 

※    トフォ で イナ在宅受付Web へ クセ した場合の画面例。 

②  イナ資格確認 プリの場合 
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※  イナ資格確認 プリを   トフォ で利 した場合の画面例。 

※ 同意登録の取消しを行うと、継続的な    が行われている場合であっても、再照会による資格確認

の機能も停止されます。    の際に、改めて イナ バ カ ドによる本人確認を行うと、再び再照

会による資格確認を行うことができるようになります。 
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          で行う方法 

          の  師等は継続的な    が終了した場合と、利 者から依頼が

あった場合に、資格確認端末で同意取消を行います。 

 

(1)継続的な訪問看護の終了/ 

利用者からの同意取消依頼 

 

 

 

 

継続的な    の終了時又は利 

者から同意登録の取消依頼があった場合、

          の  師等は同意取

消処理を実施します。 

 

(２)              へのログ   

 

 

 

 

 

 

 

資格確認端末にてオ ライ 資格確認

等   ムにログイ し、同意取消照会をク

リックします。 
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(３)同意取消し照会 

 

 

 

 

 

閲覧同意を取り消す利 者の保険者

番号、被保険者資格に係る番号※1、生年

月日、枝番※2 を入力し、検索をか ます。

利 者の最新の資格情報と閲覧同意状

況が表示されるので、対象利 者に間違い

がないか確認します。 

※1 医療扶助にお る「公費負担者番号」は

「保険者番号」に、「受給者番号」は「番

号」に相当します。 

※2 枝番は後期高齢者・医療扶助の場合は

不要です。 

 

(４)同意取消し完了 

 

 

 

 

 

 

 

「同意取消」ボタ をクリックすることで、同

意取消が完了します。 

          の  師等は利

 者に同意取消しが完了した旨を連絡しま

す。 
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利 者宅で行う方法  

    においては基本的に          の  師等が同意登録の取消しを実施

しますが、利 者が イナ在宅受付 Web や イナ資格確認 プリを いて同意登録の取消しを

行うこともできます。 
 

① マ ナ在宅受付Web の場合 

(１)マ ナ在宅受付Web へのアクセ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○    トフォ から クセ した場合 

利 者の   トフォ 又は  師等が持

参した   トフォ で、 イナ在宅受付

Web に クセ します。※メ   の中の「す

べての同意を取消す」ボタ を押下します。 

※           の端末が   トフォ の

場合、   トフォ の イナ バ カ ドを 

いた同意取消しはできません。また、利 者が

   トフォ の イナ バ カ ドを使 する

場合は、利 者の端末から イナ在宅受付

Web へ クセ する方が便利です。 

 

 

○ タブレット・ノ ト PC から クセ した場

合 

 イナ バ カ ド認証方法として   ト

フォ (二次元コ ド)又は IC カ ドリ ダラ

イタいずれかで同意取消しを選択することが

できます。
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(２)同意取消しの   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○    トフォ から クセ した場合 

「すべての同意を取消す」ボタ を押下しま

す。 

○ タブレット・ノ ト PC から クセ した場

合 

  師等は一つ前の画面で選択した二次

元コ ドで利 者証明 電子証明書を認

証する場合、又は IC カ ドリ ダライタで利

 者証明 電子証明書を認証する場合の

いずれかで「すべての同意を取消す」ボタ を

押下します。 
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(３)マ ナ バーカード 証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イナポ タ  プリにて、 イナ バ カ ド認

証します。詳細な流れは「    時の資格確

認」の「（5） イナ バ カ ド認証」をご参照く

ださい。 

 

(４)同意取消し完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意取消しが正常に完了した場合、同意取

消し完了画面が表示されます。終了後、  

師等又は利 者はブラウザのタブを閉じていただ

いて 題ありません。 

 

 

  

https://ts.accenture.com/sites/2024_WEBDelivery/Shared%20Documents/04_運用確立/02_運用マニュアル/02_訪問看護ステーション向け/202409公開版(PINなし)/訪問看護ステーション向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル_1.10版_Ver0.10.docx#マイナンバーカード認証
https://ts.accenture.com/sites/2024_WEBDelivery/Shared%20Documents/04_運用確立/02_運用マニュアル/02_訪問看護ステーション向け/202409公開版(PINなし)/訪問看護ステーション向けオンライン資格確認等システム運用マニュアル_1.10版_Ver0.10.docx#マイナンバーカード認証
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② マ ナ    アプリの場合 

（１）ログ   

 
 

 
 

 

 

  師等は生体認証又はパ コ ドでログイ

 します※。 

※ 設定により生体認証又はパ コ ドでのログイ 

となります。設定の詳細は「 イナ資格確認 プリ

のセット ップと使い方」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 イナ バ カ ド同意登録画面の下部の

「登録をした同意を取消したい場合はこちら」ボタ

 を押下します。 

  

モバ ル端末 （看護  と利用者  ）

同意取消し
完了

マ ナ バー
カード
読み取り

本人  
同意取消し
の  

マ ナ    
アプリにログ  
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（２）同意取消しの   

 
 

 
 

 

 

 

ポップ ップの「登録した同意を取消します。

同意の取消しをする場合は取消しボタ を押し

て、同意内容の取消し確認へ進んでください。」

のメッセ ジにおいて、「取消し」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意内容の取消し確認画面において、本人

認証の方法を選択します。 

 

 

  

モバ ル端末 （看護  と利用者  ）

同意取消し
完了

マ ナ バー
カード
読み取り

本人  
同意取消し
の  

マ ナ    
アプリにログ  
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（３）本人   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

本     第 2 章の「  診療等・往診時

の資格確認」にお る「（２）本人認証方法の

選択」で設定した方法で、  師等は利 者

の本人確認を実施します。 

 

Ⅰ利 者が実物の イナ バ カ ドを使 する

場合 

〇 目視による確認を行う場合 

  師等は利 者の イナ バ カ ドの

顔写真を目視で確認し、本人確認を行い

ます※。 

※ 原則として利 者本人が  師等に顔

写真を提示するようにしてください。 

 

〇 ４桁の暗証番号の入力による本人確認を行

う場合 

「患者に暗証番号の入力をお願いしてくださ

い」とポップ ップが出るため、  師等は

OK ボタ を押下後に、利 者に暗証番 

号※の入力を依頼します。 

利 者は暗証番号を入力し「次へ」を選択

します。 

※  イナ バ カ ドをご自身の   トフォ 

に追加する際に設定した利 者証明 

電子証明書の数字 4 桁の暗証番号です。 

 

 

 

 

 

 

 

モバ ル端末 （看護  と利用者  ）

同意取消し
完了

マ ナ バー
カード
読み取り

本人  
同意取消し
の  

マ ナ    
アプリにログ  
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Ⅱ利 者が   トフォ の イナ バ カ ドを

使 する場合 

〇利 者の   トフォ が iPhone の場合 

「患者ご自身の   トフォ でAppleウォレッ

トを立ち上げ、 イナバ カ ドが表示されて

いることを確認し、生体認証(Face ID もしく

は Touch ID)することをお願いしてください」と

ポップ ップが出るため、  師等は OK ボタ

 を押下後に、利 者に   トフォ の イ

ナ バ カ ドの生体認証を依頼します。 

 

〇利 者の   トフォ が Android の場合 

「患者に４桁の暗証番号(  ホ 利 者

証明 電子証明書の暗証番号)の入力をお

願いしてください」とポップ ップが出るため、 

 師等はOKボタ を押下後に、利 者に暗

証番号※の入力を依頼します。 

利 者は暗証番号を入力し「次へ」を選択し

ます。 

※  イナ バ カ ドをご自身の   トフォ に

追加する際に設定した利 者証明 電子証

明書の数字４桁の暗証番号です。 
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（４）マ ナ バーカード読み取り 

 
 

 

 

利 者は イナ バ カ ドの読み取りを行い

ます※。 

※  イナ バ カ ドの読み取りを行うことがで

きない一部の機種の   トフォ とタブレッ

ト・ノ ト PC については、汎 カ ドリ ダ 

を 意して イナ バ カ ドを読み取ってく

ださい。 

 

 

 

（５）同意取消し完了 

 
 

 

同意取消しが正常に完了した場合、同意取

消し完了画面が表示されます。終了後、  

師等又は利 者は「閉じる」ボタ を押下して、

 プリケ    を閉じていただいて 題ありません。 

 

 

  

モバ ル端末 （看護  と利用者  ）

同意取消し
完了

マ ナ バー
カード
読み取り

本人  
同意取消し
の  

マ ナ    
アプリにログ  

モバ ル端末 （看護  と利用者  ）

同意取消し
完了

マ ナ バー
カード
読み取り

本人  
同意取消し
の  

マ ナ    
アプリにログ  
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    書 を用いた  情報の照会 

  資格確認書等の情報から、オ ライ 資格確認等   ムによって、資格情報(高額療養費制

度情報など)が照会可能です。 

※ レセプトコ ピ  タ 端末を いて資格情報の照会を行う場合の手順・画面例です。 

※ 資格確認端末を いて資格情報の照会を行う場合は操作     (一般利 者・医療情報閲覧者

編)を参照してください。 

 

 

(１)現物   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  時、資格確認書等の現物を確認し、

  師等は保険者番号、被保険者資格に

係る記号・番号・枝番、生年月日などの情

報を控えます。 

利 者が高額療養費制度の活 を希

望する場合は、受付時に利 者から⼝頭に

て同意を取得した上で以下の情報をオ ライ

 で取得できます。 

 

オ ライ 取得が可能な高額療養費制度情報(資格確認書等の場合)※ 

 

 

 

 

 

※特定疾病療養受療証の情報取得には、 イナ バ カ ドが必要です。 

 

  

対象となる証類 主に表示される内容 

限度額適 認定証 適 区分 

限度額適 ・標準負担額減額認定証、

標準負担額減額認定証 
適 区分(長期入院該当年月日) 
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(２)  情報の照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          にて、控えた情報を

レセプトコ ピ  タ 端末等に入力※1 し、

オ ライ で資格情報を照会し、自動的に

取り込まれる利 者の資格情報をレセプトコ

 ピ  タ 端末等で照会することができます。
※2,3 

※1 被保険者資格に係る記号と番号が分

かれていない場合には、どちらも番号欄

に入力してください。 

※2 検索がヒットしない場合、資格確認書

等の印字がかすれているなどの理由で

入力に誤りがないか今一度ご確認くださ

い(“C”と“０”等)。 

※3 医療扶助にお る「公費負担者番号」

は「保険者番号」に、「受給者番号」は

「被保険者資格に係る記号・番号・枝

番」に相当します。 

 

 

 

ポイ ト 枝番なしでの  情報の照会 

 

 

 

 

 

  

  

保険者番号、被保険者資格に係る記号・番号、生年月日を入力することで、枝番

を含む情報の照会が可能です。 
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(３)利用者情報の取り込み  

 

 

 

 

 

 

自動的に取り込まれる利 者の資格情

報をレセプトコ ピ  タ 端末等で確認で

きます。 

 

 

(４)照会番号の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ごとに任意で照会

番号をオ ライ 資格確認等   ムに登

録することができます。 
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医療扶助において利用者宅に訪問した後に実施する     

医療扶助の場合は、医療機関コ ド単位で、自機関が委託先になっている利 者の資格情

報や医療券情報を一括照会機能にて確認することができます。 

医療扶助の利 者が、未委託の          を利 した場合や福祉事務所の情報

登録が遅延した場合には、利 者の医療券情報を閲覧できません。その場合は、福祉事務所が

医療券情報を登録した後に、委託先資格情報の一括取得を実施し、事後的に資格確認を実

施してください。 

なお、福祉事務所に対しては、医療扶助の利 者が、未委託の          を利 

した場合、医療券情報を月末まで（月末に未委託の          の利 に関する照会

を受 た場合はレセプト請求期限まで）に登録するよう周知されています。 

 

注意事項 未委託かつ初回利用での一括照会 

 

  

医療扶助の利 者が、未委託かつ初めて利 する          を利 した

場合、一括取得で取得した医療券情報と利 者情報をひも付 る照会番号が存在し

ません。そのため、利 時に登録した利 者情報と一括取得で取得した医療券情報を

確認し、氏名・年齢・性別等から情報のひも付 を実施してください。 
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    結果の取扱い・留意事項 

  

 

内容

基本情報※

※過去の日付で資格確認した場合であっても、現時点での氏名や住所等の情報を提供します。

1 氏名 【照会結果に係る留意事項】

○ 「●」が含まれる

・医療保険者等がオ ライ 資格確認等   ムで扱える文字の範囲外の文字で登録をしている場合、「●」で表示されます。

・個別設定  タで文字コ ド識別が「1（Shift_JIS）」に設定されている医療機関等（第１水準、第２水準漢字を使 ）では、第

３水準以降の文字の一部について、第１水準、第２水準漢字に変換して提供します。ただし、変換できないものは「●」で表示されま

す。

・表示された「●」の内容のまま、レセプト請求していただくことが可能です。

2 氏名カナ 【照会結果に係る留意事項】

○ 空欄になっている

・医療保険者等に可能な限りデ タ登録を依頼している項目ではありますが、任意項目であるため、該当情報が空白となる場合がありま

す。

○ 資格確認書にお る記載項目との違い

・「氏名カナ」の小文字が大文字になっている（例：ｷｮｳｺがｷﾖｳｺとなっている）場合については、現在保険者にて修正対応中です。

3 氏名 (その他)

氏名カナ (その他)

【項目説明】

・通称等の理由で、本名とは別の氏名を被保険者証の表面に記載している場合、本項目では対象者本人の本名が設定されます。

4 性別１ 【項目説明】

・資格確認書の表面記載の性別となります。

5 性別２ 【項目説明】

・資格確認書の裏面記載の戸籍上の性別となります。

・対象者本人から、資格確認書の表面に性別を記載されることを希望しない届出があった場合に設定されます。

6 生年月日 【照会結果に係る留意事項】

○ 「1900-01-01」と表示されている

・医療扶助の場合において、生活保 受給者の生年月日が不明な場合は、「1900-01-01」が設定されます。

7 住所

郵便番号

【照会結果に係る留意事項】

○ 空欄になっている

・医療保険者等に可能な限りデ タ登録を依頼している項目ではありますが、任意項目であるため、該当情報が空白となる場合がありま

す。

○ 「住所」に「●」が含まれる

・医療保険者等がオ ライ 資格確認等   ムで扱える文字の範囲外の文字で登録をしている場合、「●」で表示されます。

・個別設定  タで文字コ ド識別が「1（Shift_JIS）」に設定されている医療機関等（第１水準、第２水準漢字を使 ）では、第

３水準以降の文字の一部について、第１水準、第２水準漢字に変換して提供します。ただし、変換できないものは「●」で表示されま

す。

資格情報

8 区分 【項目説明】

・区分を示す項目となります。

【補足事項】

※令和6年12月2日より、一般、特別療養費支給対象者、自衛官、医療扶助のいずれかを表示します。

■区分の変更

区分の変更に関して令和6年12月2日にお る変更前後について以下のように記載しております。

「【令和6年12月1日以前】変更前の区分」⇒「【令和6年12月2日以降】変更後の区分」

01：被保険者証（一般）⇒　一般

02：被保険者証（退職）⇒　【欠番】

03：短期被保険者証（一般）⇒　【欠番】

04：短期被保険者証（退職）⇒　【欠番】

05：被保険者資格証明書⇒　特別療養費支給対象者

06：特例退職被保険者証⇒　【欠番】

07：自衛官診療証⇒　自衛官

A1：医療扶助　※変更なし

9 記号

番号

枝番

【照会結果に係る留意事項】

・医療扶助の場合、被保険者番号は受給者番号に相当します。

〇 記号が空欄になっている

・医療扶助の場合、空欄となります。

〇 枝番が空欄になっている

・後期高齢者医療制度、医療扶助の場合、空欄となります。

10 本人・家族の別 【項目説明】

・被保険者本人（国保の場合は世帯主）か家族かを表す項目となります。

【照会結果に係る留意事項】

〇 空欄になっている

・後期高齢者医療制度、医療扶助の場合、加入するのは本人のみであることから空欄となります。

オ ライ 資格確認デ タ項目

基本情報及び資格情報
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11 被保険者氏名 【項目説明】

・「本人・家族の別」が「本人」の場合、加入者の氏名が表示されます。

・「本人・家族の別」が「家族」の場合、加入者を扶養している被保険者（国保の場合は世帯主）の氏名が表示されます。

【照会結果に係る留意事項】

〇 空欄になっている

・医療扶助の場合、空欄となります。

13 有効終了年月日 【項目説明】

・オ ライ 資格確認では原則として空欄で返却されますが、保険者によっては更新日や75歳到達日前日を入れている場合があります。

14 交付年月日 【照会結果に係る留意事項】

〇 記号が空欄になっている

・医療扶助の場合、空欄となります。

【補足事項】

〇被保険者証の交付年月日が連携される項目でしたが、令和6年12月2日より、有効開始年月日と同じ値が連携されます。

※資格確認書に記載されている交付日とは異なる項目となります。

15 保険者番号 【項目説明】

・医療扶助の場合は、公費負担者番号に該当します。

16 保険者名称 【項目説明】

・医療扶助の場合は、自治体・福祉事務所名に該当します。

【照会結果に係る留意事項】

○ その他関連項目の提供について

・各種証類に記載されている「保険者所在地」「保険者連絡先」については提供されません。

17 被保険者証一部負担金割合 【照会結果に係る留意事項】

○ 空欄になっている

・「一部負担金割合」は後期高齢医療の場合のみ割合を設定し、それ以外の制度では空白を設定します。

オ ライ 資格確認   ム固有項目

- 資格取得年月日 【項目説明】

・加入者資格の取得日となります。

・医療扶助の場合は、原則、生活保 が開始又は再開した年月日を設定します。

- 資格喪失年月日 【項目説明】

・加入者資格の喪失日となります。

・医療扶助の場合は、原則、生活保 を停止又は廃止した年月日を設定します。

- 未就学区分 【項目説明】

・義務教育就学前の利 者への２割負担の適 が漏れないように、生年月日を基に年齢を算出し、対象者の場合には未就学であるこ

とをお知らせします。

- 資格喪失事由 【項目説明】

・資格を喪失した理由として、死亡、生活保 受給開始、医療保険等の資格取得、その他のいずれかが設定されます。

・75歳到達日を設定している場合など、喪失していない段階でも、設定されることがあります。

- 照会番号 【項目説明】

・医療機関等からオ ライ 資格確認の資格情報に対して任意で登録する番号となります。

・「照会番号」を登録することでオ ライ 資格確認の際に、登録した「照会番号」を付加して資格確認結果を医療機関に提供します。

【照会結果に係る留意事項】

○ 登録に伴う利便性について

・「照会番号」は一度登録すれば、利 者の保険者が変わっていても、同一人であればオ ライ 資格確認   ムにおいて同じ「照会番

号」で管理されるため、 ム ズに利 者の特定ができます。

・診察券番号・カ  番号等の医療機関等で利 者を一意に特定する番号を登録して、オ ライ 資格確認結果を医療機関等   

ムにひも付 、取り込んでいただく際に利 することを想定しています。

12 有効開始年月日 【項目説明】

〇 各保険資格にお る以下の項目に該当しますが、保険資格によってはオ ライ 資格確認と日付が異なる場合があります。

・被 者保険：資格取得年月日（認定年月日）

・国民健康保険（市町村国保）：適 開始年月日

・国民健康保険（国保組合）：資格取得年月日（認定年月日）

・後期高齢者医療制度：資格取得年月日、発効期日

・船員保険：資格取得年月日（認定年月日）

【照会結果に係る留意事項】

〇 空欄になっている

・医療扶助の場合、空欄となります。

【補足事項】

〇資格確認書とオ ライ 資格確認で日付が異なる場合は、以下の理由が考えられます。

・市町村国保の場合、適 開始年月日は国民健康保険への加入日ですが、有効開始年月日は年次の更新日としている場合がありま

す。

・市町村国保以外においては、有効開始年月日を更新日や事業所変更日としている場合があります。
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令和6年12月2日より、資格確認書が交付されます。以下に示す資格確認書サ プ を参照の上、本資料をご確認ください。

資格確認書はカ ド型、はがき型（高齢受給者証と同様のサイズ）、Ａ４型の３種類があります。

※カ ド型又ははがき型を基本とし、Ａ４型は、 イナ バ カ ドの紛失時等、短期の有効期限で発行する場合の活 を想定しています。

1 2
53

4

6

15

16

17

9

12

資格確認書（カ ド型）サ プ （表面） 資格確認書（カ ド型）サ プ （裏面）

資格確認書（はがき型、A4型）サ プ （表面） 資格確認書（はがき型、A4型）サ プ （裏面）

1 2

53

4

15

16

6

17

9

12

7

10

10
7

内容
高齢受給者証情報

18 高齢受給者証有効開始年月日 【項目説明】

・健康保険高齢受給者証や船員保険高齢受給者証にお る「発効年月日」、国民健康保険高齢受給者証や後期高齢者医療被保

険者証にお る「発効期日」に該当します。

19 高齢受給者証有効終了年月日 【項目説明】

・各種高齢受給者証にお る「有効期限」に該当します。

20 高齢受給者証交付年月日 【補足事項】

〇高齢受給者証の交付年月日が連携される項目でしたが、令和6年12月2日より、高齢受給者証有効開始年月日と同じ値が連携さ

れます。

21 高齢受給者証一部負担金割合 -

オ ライ 資格確認デ タ項目

高齢受給者証

高齢受給者証サ プ 

18

19

21

18

19

21
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内容

限度額適 認定関連情報

22 限度額適 認定証区分 -

23 限度額適 認定証有効開始年月

日

【項目説明】

・健康保険限度額適 認定証や船員保険限度額適 認定証にお る「発効年月日」、国民健康保険限度額適 認定証や後期高

齢者医療限度額適 認定証にお る「発効期日」に該当します。

24 限度額適 認定証有効終了年月

日

【項目説明】

・オ ライ 資格確認では原則空欄で返却されますが、保険者によっては次の限度額適 認定証の更新日を入れている場合があります。

25 限度額適 認定証交付年月日 【補足事項】

〇限度額適 認定証の交付年月日が連携される項目でしたが、令和6年12月2日より、限度額適 認定証有効開始年月日と同じ

値が連携されます。

26 限度額適 認定証適 区分 -

27 限度額適 認定証長期入院該当

年月日

-

オ ライ 資格確認デ タ項目

限度額適 認定証サ プ 

23

24

22

26

27

22

23

24

26

限度額適 認定関連情報

内容

特定疾病療養受療証情報

28 特定疾病療養受療証有効開始年

月日

【項目説明】

・各種特定疾病療養受療証にお る「発効期日」に該当します。

29 特定疾病療養受療証有効終了年

月日

【項目説明】

・オ ライ 資格確認では原則として空欄で返却されますが、保険者によっては次の特定疾病療養受領証の更新日を入れている場合が

あります。

30 特定疾病療養受療証交付年月日 【補足事項】

〇特定疾病療養受療証の交付年月日が連携される項目でしたが、令和6年12月2日より、特定疾病療養受療証有効開始年月日と

同じ値が連携されます。

31 特定疾病療養受療証認定疾病区

分

【項目説明】

・各種特定疾病療養受療証にお る「認定疾病名」に該当します。

32 特定疾病療養受療証自己負担限

度額

-

オ ライ 資格確認デ タ項目

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証サ プ 

28

29

31

32

28

32

31
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内容

医療券・調剤券情報

- 医療券・調剤券別 【項目説明】

・医療券・調剤券別が設定されます。

- 医療券・調剤券有効開始年月

日

【項目説明】

・医療券・調剤券に記す診療年月において、有効開始となる日付が設定されます。

※医療券・調剤券は毎月切り替わります。

- 医療券・調剤券有効終了年月

日

【項目説明】

・医療券・調剤券に記す診療年月において、有効終了となる日付が設定されます。

※医療券・調剤券は毎月切り替わります。

- 交付番号 【項目説明】

・交付番号が設定されます。

- 診療年月 【項目説明】

・生活保 受給者が診療を受 る年月が設定されます。

- 指定医療機関コ ド 【項目説明】

・生活保 受給者を委託する指定医療機関コ ドが設定されます。

- 指定医療機関確認フラグ 【項目説明】

・病院・診療所の医療機関コ ドと医療券・調剤券の指定医療機関コ ドが不一致の場合に、「不一致」と設定されます。

※不一致の例

・承継等により医療機関コ ドが変更となるケ  において、旧医療機関コ ドで要求があった場合、新しい医療機関コ ドの

医療券・調剤券も返却するケ  

・医科歯科併設医療機関において、医科の医療機関コ ドで要求があった場合、歯科の医療機関コ ドの医療券も返却す

るケ  

- 指定医療機関名 【項目説明】

・生活保 受給者を委託する指定医療機関名が設定されます。

- 処方箋発行元医療機関コ ド 【項目説明】

・処方箋発行元医療機関コ ドが設定されます。

- 処方箋発行元医療機関名 【項目説明】

・処方箋発行元医療機関名が設定されます。

- 傷病名1 【項目説明】

・医療券・調剤券に記す傷病名が設定されます。

- 傷病名2 【項目説明】

・医療券・調剤券に記す傷病名が設定されます。

- 傷病名3 【項目説明】

・医療券・調剤券に記す傷病名が設定されます。

- 診療別 【項目説明】

・診療別が設定されます。

- 本人支払額（自己負担額） 【項目説明】

・医療券・調剤券に記す本人支払額（自己負担額）が設定されます。

- 地区担当員名 【項目説明】

・医療券・調剤券の内容点検を行った地区担当員名が設定されます。

- 取扱担当者名 【項目説明】

・医療券・調剤券の交付事務にお る取扱責任者名（医療事務担当者名）が設定されます。

- 単独・併 別 【項目説明】

・医療券・調剤券に記す診療年月にお る単独・併 別が設定されます。

- 社会保険状況 【項目説明】

・社会保険の該当有無が設定されます。

- 社会保険状況の整合性フラグ 【項目説明】

・ イナ バ カ ドによる資格確認で、医療券・調剤券情報の社会保険状況は「あり」になっているにも関わらず有効な医療

保険の資格デ タが存在しない場合や、医療券・調剤券情報の社会保険状況が「なし」になっているにも関わらず有効な医

療保険の資格デ タが存在する場合に、不整合が起きている旨を通知します。

- 感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律第

37条の2の該当状況

【項目説明】

・生活保 受給者の感染症の予防及び感染症の利 者に対する医療に関する法律第37条の2の該当有無が設定されま

す。

- 後期高齢者医療の該当状況 【項目説明】

・生活保 受給者の後期高齢者医療の該当有無が設定されます。

- 都道府県費の該当状況 【項目説明】

・生活保 受給者の都道府県費の該当有無が設定されます。

オ ライ 資格確認デ タ項目

医療券・調剤券
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- 備考1 【項目説明】

・以下のいずれかに該当する場合に、傷病名又は公費医療の名称が設定されます。

①「傷病名1」「傷病名2」「傷病名3」以外に、医療券・調剤券に記す傷病名がある場合

②障害者自立支援法等の公費負担医療が適 される生活保 受給者である場合

- 備考2 【項目説明】

・以下のいずれかに該当する場合に、傷病名又は公費医療の名称が設定されます。

①「傷病名1」「傷病名2」「傷病名3」以外に、医療券・調剤券に記す傷病名がある場合

②障害者自立支援法等の公費負担医療が適 される生活保 受給者である場合

- 備考3 【項目説明】

・以下のいずれかに該当する場合に、傷病名又は公費医療の名称が設定されます。

①「傷病名1」「傷病名2」「傷病名3」以外に、医療券・調剤券に記す傷病名がある場合

②障害者自立支援法等の公費負担医療が適 される生活保 受給者である場合
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訪問看護  ー ョ が受領する電子レセプトに関する連絡内容 

審査支払機関が実施する電子レセプトでの資格確認※結果に応じて、レセプトの送付先が変

更となる場合があり、          が審査支払機関から連絡を受 る場合があります。 

※ 電子レセプトでの資格確認では、レセプトに記録された算定日等を「  日」として扱います。 

 

資格登録状況ごとの          への連絡内容 

 

 

 

  

# 
審査支払機関の対応 訪問看護  ー ョ が

受領する連絡内容 想定ケー  具体的な対応内容 

1 
  日時点で

有効な資格が

１件 

  日時点での保険者がレセプトに

記録された資格と一致している場合 

レセプトに記録された保険

者へ送付 
- 

2   日時点での保険者がレセプトに

記録された資格と異なる場合 

資格が有効である保険者

へ送付※1 

レセプトを別の保険者へ振

り替えた旨を受領 

3 

  日時点で有効な資格が複数存在する場合 

レセプトに記録された資格

が有効である場合、レセプ

トに記録された保険者へ

送付 

- 

4   日時点で有効な資格が存在しなく、資格が１件も

登録されていない場合※2 

レセプトに記録された保険

者へ送付 
- 

※1 公費併 レセプト及び高額療養費該当等レセプトは振替対象外とします。 

※2 次の事例が該当します。 

・新資格証類により          を利 したが、レセプトの提出時点においても資格の登録が遅れている者 

・ イナ バ の提出拒否者等 
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第３章 薬剤情報、診療情報、特定

健診情報の閲覧 

概要 

  師等は、手術情報、薬剤情報、診療情報、特定健診情報(本章においては、「薬剤情

報等、特定健診情報」とする。)の閲覧を許可された カウ トを利 し閲覧業務を行います。 

なお、業務上で 題が発生した場合には「第４章 困った時には」をご確認ください。 

 

手順 

(１)薬剤情報 、特定健診情報検索  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

利 者が資格確認時に薬剤情報等、

特定健診情報の閲覧に同意している場合、

閲覧が可能です。 

対象利 者の情報を確認し、薬剤情報、

診療情報については診療期間を指定した

上で資格確認端末等から検索します。 

特定健診情報については、照会可能な

全ての情報を取得するため期間の指定はあ

りません。 
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薬剤情報等、特定健診情報の照会可能期間 

 

(２)薬剤情報 、特定健診情報閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格確認端末等から当該利 者の薬

剤情報等、特定健診情報を閲覧します※。 

※ 閲覧可能な薬剤情報等、特定健診情報

の全項目については、本     別紙の参

考資料「薬剤情報項目一覧」、「薬剤情

報・診療情報項目一覧」、及び「特定健診

情報項目一覧」をご参照ください。 

※ ファイ 形式が XML の場合、電子カ   

  ム等側の開発により、デザイ 、表示項

目等が編集されている場合があります。 

 

 

 

 

ポイ ト 閲覧上の留意点 

 

 

 

 

 

 

注意事項 特定健診情報が閲覧できないケー  

 

 

 

 

 

 

 

  

業態 照会可能期間 

外来診療等 同意情報登録後 24時間 

     
継続的な関係のもと    が行われている間 (利 者による同意取

消しや イナ保険証の利 登録解除がなされない限り) 

閲覧照会は  師等の カウ トからのみ可能であり、その他の職員の カウ トから

閲覧することはできません。 

また、一度電子カ     ムサ バ 等に登録された薬剤情報等、特定健診情報

は、  日以降も常時閲覧が可能です。 

特定健診情報の保険者による登録は任意となっており、利 者によって特定健診情

報が表示されない場合があります。保険者が最新の特定健診情報を登録する時期に

つきましては、厚生労働省 HP 掲載の各保険者の特定健診情報登録予定をご参照く

ださい。 

○ 健診を受診していない者 

○ 保険者等の登録が完了していない場合 
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薬剤情報とは 

病院・診療所や薬局から審査支払機関に提出された令和 3 年 9 月分以降のレセ

プトから抽出した、診療(調剤)の医薬品デ タです。毎月 5～10 日までに受 付 た

医薬品デ タは一括して 11 日の朝までに登録されます。11～12 日に受 付 たレセ

プトはそれぞれ翌朝までに登録されます。閲覧・保存期間は 5年間です。 

特定健診情報とは 

医療保険者が、40 歳以上 74 歳以下の被保険者及び被扶養者に対する特定健

診(高血圧や脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病

に関する健康診査)、75 歳以上の後期高齢者に対する健診、市町村(特別区を含

む)が健康増進法に基づき実施した健診、並びに事業者が労働安全衛生法に基づき

40歳未満の被保険者及び被扶養者に対し実施した健診に関する情報の総称です。  

連携可能な医療保険者等が順次、令和2年度分以降の情報を提供・登録します。

登録完了時期は健診受診年度の翌年度 11 月 1 日までとなります※。なお、閲覧・保

存期間は 5年間です。 

※健康増進法に基づき実施した健診の登録時期は、月次又は年次となります。 

診療情報とは 

病院・診療所から令和 4 年 6 月以降に提出されたレセプトから抽出した診療行為

デ タです。(令和３年９月以降に行われた診療行為に限ります。)毎月 5～10 日ま

でに受 付 た診療行為デ タは一括して 11日の朝までに登録されます。11～12日

に受 付 たレセプトはそれぞれ翌朝までに登録されます。閲覧・保存期間は 5 年間で

す。 
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薬剤情報等、特定健診情報の閲覧手順フロ  

  
 

 

 

 

補足 閲覧 端末又は資格確認端末で薬剤情報等、特定健診情報を閲覧するこ

ととしている場合、  時に閲覧に同意している利 者がリ トに表示されるため、薬剤

情報等の閲覧が必要な利 者を選択してください。また、閲覧 端末又は資格確認

端末を使 する場合は、PDF 形式でのみ薬剤情報等、特定健診情報の閲覧が可能

です。 
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第４章 困った時には 

概要 

オ ライ 資格確認業務及び薬剤情報、診療情報、特定健診情報閲覧業務において、対応

方法に困った時に寄せられる、よくある質 と回答を記載します。 

端末等にエラ メッセ ジが表示される場合には、「トラブ     ィ グ編」をご確認ください。 

   ムの操作方法が分からない場合には、「操作     (一般利 者・医療情報閲覧者

編)」・「操作     (医療情報閲覧編)」・「操作     （  診療等編）」・「 イナ資格

確認 プリのセット ップと使い方」をご確認ください。 

 題が解決しない場合には「第 5 章 お い合わせ」を参照し、各 い合わせ先に確認又は

対応方法を相談してください。 

 

               よくある質問 

質 /回答集 

 題が起きたタイミ グを下の図でご確認ください。記載されている番号は、質 /回答の表と対

応していますので、質 /回答の検索にご活 ください。 
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（１）訪問時 

# 質問 回答 

 利 者が準備する物に関して 

1  利 者が イナ バ カ ドを

保有していない。 

●資格確認書・医療券を所持している場合、オ

 ライ 資格確認を行ってください。 

●【医療扶助対象】紙の医療券を所持していな

い場合、現行の  に基づき、       

   から利 者の属する福祉事務所に対して照

会してください。 

2  自治体が管理している公費

負担・地方単独事業に伴う

証類もオ ライ 資格確認で

きるか。 

生活保 受給者に交付される医療券等によるオ

 ライ 資格確認が可能です。対応している資格

証類については本     「第２章 オ ライ 

資格確認」の「資格証類等にお るオ ライ 資

格確認可否一覧」をご参照ください。 

 

3 

  時の手順に関して 

 利 者本人が イナ バ 

カ ドを   トフォ 又は汎

 カ ドリ ダ にかざすことが

難しい場合、介助者や  

師等がかざしてもよいか。 

利 者本人が自身で イナ バ カ ドを   ト

フォ 又は汎 カ ドリ ダ にかざすことが難しい等

のやむを得ない事情があり、本人から希望があった

場合、家族の方や介助者、  師等が利 者本

人の イナ バ カ ドを   トフォ 又は汎 カ 

ドリ ダ にかざす等の必要な支援を行うことは、差

し支えありません。 
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（２）     

# 質問 回答 

 本人確認手順に関して 

  暗証番号認証 

4   利 者本人が暗証

番号を入力できない

場合、代理人による

入力は可能か。 

暗証番号認証による資格確認は原則として利

 者本人が行う必要があります。例外として、

乳幼児又は成年被後見人については法定代

理人が代わって暗証番号を入力することが可能

です。 

 イナ バ カ ドの暗証番号は本人確認のた

めに重要なものであることから、慎重に扱うことが

望ましく、原則として法定代理人以外の者に知

らせることは適当ではありません。ただし、本人か

ら希望があった場合に、家族の方や介助者、 

 師等が入力の動作補助を行うことは差し支

えありません。 

5   利 者が暗証番号

の入力を３回連続で

失敗し、利 者の 

イナ バ カ ドがロッ

クされた。 

＜実物の イナ バ カ ドの場合＞ 

● イナ在宅受付Webを使 する場合は、顔

認証や目視による本人確認を実施できないた

め、 イナ資格確認 プリを いた目視による確

認に切り替えるか、下記の方法のうち利 者に

確認可能な方法で資格確認を行ってください。 

・実物の イナ バ カ ドと資格情報のお知ら

せを併せて提示 

・ イナポ タ からダウ ロ ドした資格情報画

面（PDF）と実物の イナ バ カ ドを併せ

て提示 

※資格確認書を所持している場合、資格確認

書を提示 

※顔写真なし イナ バ カ ドにおいても同様

上記の方法のうち利 者および法定代理人に

確認可能な方法で資格確認を行ってください。 

●          ではロック解除の対

応ができないため、住民票がある市区町村の

窓⼝で手続を行っていただくよう、利 者にご

案内ください。 

※   トフォ  プリとコ ビ のキオ ク端末
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を利 して、暗証番号を初期化することでロッ

クを解除することも可能です。 

 

＜   トフォ の イナ バ カ ドの場合＞ 

●利 者が生体認証等を登録している場合

は、 イナポ タ にログイ できることを確認

し、資格情報画面から資格確認を行ってくだ

さい。 

※  ホ 利 者証明 電子証明書の暗

証番号については、 イナポ タ  プリの イ

ペ ジから、ロック解除及び初期化が可能で

す。 

●利 者が実物の イナ バ カ ドを所持

している場合、実物の イナ バ カ ドで資

格確認を行ってください。 

6   代理人が暗証番号

を知らない。 

＜実物の イナ バ カ ドの場合＞ 

 イナ在宅受付Webを使 する場合は、顔認

証や目視による本人確認を実施できないため、

 イナ資格確認 プリを いた目視による確認

に切り替えるか、下記の方法のうち利 者に確

認可能な方法で資格確認を行ってください。 

・実物の イナ バ カ ドと資格情報のお知ら

せを併せて提示 

・ イナポ タ からダウ ロ ドした資格情報画

面（PDF）と実物の イナ バ カ ドを併せ

て提示 

※資格確認書を所持している場合、資格確認

書を提示 

※顔写真なし実物の イナ バ カ ドにおいて

も同様、上記の方法のうち利 者および法定

代理人に確認可能な方法で資格確認を行って

ください。 

 

＜   トフォ の イナ バ カ ドの場合＞ 

●利 者が iPhone を利 し、生体認証等

を登録している場合は、 イナポ タ にログ
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イ できることを確認し、資格情報画面から

資格確認を行ってください。  

●利 者が実物の イナ バ カ ドを所持

している場合、実物の イナ バ カ ドで資

格確認を行ってください。 

7   暗証番号認証を行う

際、明らかに本人で

あることに疑いがあ

る。 

必要に応じて、利 者に本人確認書類の提示

を求めることができます。 

【本人確認書類(例)】 

実物の イナ バ カ ド、 転免許証、 転

経歴証明書(平成 24 年４月１日以降交付

のもの)、旅券(パ ポ ト)、在留カ ド、特別

永住者証明書、官公庁が顔写真を貼付した

書類(身体障害者手帳等)など 

 資格確認手順に関して 

8  レセプトコ ピ  タが枝

番の入力に対応してい

ない。 

枝番がなくても、保険者番号、被保険者資格

に係る記号・番号、生年月日を いた照会が

可能です。利 者が双子等複数の資格該当

者が該当した場合は複数の照会結果が返却さ

れます。 

 オ ライ 資格確認の照会結果に関して 

9   イナ バ カ ドでの

資格確認の結果、資格

を喪失しているなど有効

な資格が存在しない。 

●退職等で月末に資格を喪失した利 者に

対し、その翌月の初めに  した場合などに中

間サ バ 等からオ ライ 資格確認等   ム

に最新の資格情報が連携されていない場合が

あります。 

（このほか、利 者がＤＶや虐待等の被害を

受 ており、保険者に情報不開示の申請をして

いる場合、資格情報の全てもしくは一部が非表

示となるケ  があります。 ） 

①下記の方法のうち利 者に確認可能な方

法で資格確認を行ってください。 

・実物の イナ バ カ ドと資格情報のお知ら

せを併せて提示 

※資格確認書を所持している場合、資格確認

書を提示 

※オ ライ 資格確認デ タと実物の イナ 
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バ カ ドの券面情報/資格証類(資格情報の

お知らせ、資格確認書を所持している場合には

資格確認書)のデ タが異なる場合はオ ライ 

資格確認デ タを優先するという   の例外

適 となります。 

②①による資格確認を行うことができない場

合、利 者に、実物の イナ バ カ ドの券

面情報（氏名、生年月日、性別、住所）、

連絡先、保険者等に関する事項等を申し立て

る被保険者資格申立書（様式はこちら）を記

入いただき、医療機関等の窓⼝負担として、利

 者が申し立てた自己負担分（３割分等）

の支払を求めてください。なお、過去に当該医

療機関等への受診歴等がある利 者につい

て、その時から資格情報が変わっていないことを

⼝頭で確認し、被保険者資格申立書に記載

すべき情報を把握できている場合には、被保険

者資格申立書の提出があったものと取り扱って

差し支えありません。 

 

こうした場合の診療報酬等の請求は、利 者

からの聞き取り等により現在の資格情報を確認

できた場合には当該資格に基づき、これが困難

である場合であって当該          

の利 歴等から過去の資格情報を特定できた

場合は、当該過去の資格情報に基づき請求し

てください。 

●【医療扶助対象】紙の医療券を所持してい

ない場合、現行の  に基づき、     

     から利 者の属する福祉事務所に対

して照会してください。 

10  医療扶助の利 者につ

いて、オ ライ 資格確

認の結果、複数の医療

券情報が表示されること

はあるのか。 

医療扶助の場合において、複数の医療券情報

が登録されている場合、自機関にひも付く全て

の医療券情報を表示します。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001120095.pdf
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11  照会結果について利 

者から異議申立てが

あった。 

利 者に実物の イナ バ カ ドと資格情報

のお知らせを併せて提示いただき、資格確認を

行ってください。 

利 者が資格情報のお知らせを所持していな

い場合、資格確認書の有無を確認してくださ

い。 

●所持している場合、実物の イナ バ カ ド

の券面情報を確認した上で資格確認を実施し

てください。 

※オ ライ 資格確認デ タと実物の イナ 

バ カ ドの券面情報/資格証類(資格情報の

お知らせ、資格確認書を所持している場合には

資格確認書) のデ タが異なる場合は、オ ラ

イ 資格確認デ タを優先するという   の例

外適 となります。 

●別の方と考えられる資格情報が表示されてい

る場合は、オ ライ 資格確認等コ  セ タ 

へご連絡をお願いいたします。 

●【医療扶助対象】紙の医療券を所持してい

ない場合、現行の  に基づき、     

     から利 者の属する福祉事務所に対

して照会してください。 
 

12  照会結果の氏名が、レ

セプトコ ピ  タに登録

済み又は契約書に記載

の利 者情報と異な

る。 

利 者にどちらの氏名が正しいか確認し、レセプ

トコ ピ  タに利 者情報を登録してください。

また、当該事象をオ ライ 資格確認等コ  

セ タ に連絡してください。 

なお、以下の理由により、同一人物にもかかわ

らず、相違点ありと表示されてしまうことがありま

す。 

その場合はカナ氏名等の黒丸以外の項目を目

視確認お願いいたします。 

黒丸以外の部分を目視確認した結果、一致し

ていれば 題ございません。 

１．氏名(姓)は婚姻等により変更の可能性が

あります。 

２．医療保険者等がオ ライ 資格確認等 
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  ムで扱える文字の範囲外の文字で登録し

ている場合、「●」で表示されます。 

３．個別設定  タで文字コ ド識別が「1

（Shift_JIS）」に設定されている医療機関等

（第１水準、第２水準漢字を使 ）では、

第３水準以降の文字の一部について、第１水

準、第２水準漢字に変換して提供します。ただ

し、変換できないものは「●」で表示されます。 

※上記においては、オ ライ 資格確認デ タと

実物の イナ バ カ ドの券面情報/資格証

類(資格情報のお知らせ、資格確認書を所持

している場合には資格確認書)のデ タが異な

る場合は、オ ライ 資格確認デ タを優先する

という   の例外適 となります。 
 

13  医療扶助を利 する利

 者の資格確認をした

際、オ ライ 資格結果

として「社会保険状況に

不整合があります。利 

者に現在の加入資格を

確認して下さい。」と表

示された。 
 

利 者が属する福祉事務所又は医療保険者

等に、社会保険状況の整合性を確認してくださ

い。 

14  オ ライ 資格確認 

端末/レセプトコ ピ  

タ 端末で資格確認で

きるものの、表示された

内容と資格証類の券面

情報に差異がある。 

オ ライ 資格確認 端末/レセプトコ ピ  タ

 端末に表示された内容のままのレセプト請求

をしてください(例外の場合(#9,#11,#12 除

く。)。資格証類(資格情報のお知らせ、資格確

認書を所持している場合には資格確認書)の

情報も活 し、各          のご判

断により、券面情報に基づいて資格情報を修

正し、レセプト請求を行っていただいても差し支

えありません。 

 利 登録に関して 

15  利 者が イナ バ 

カ ドの健康保険証利

 の申込み(利 登

録)を行っていない、又

＜実物の イナ バ カ ドの場合＞ 

● イナ在宅受付 Web を使 した    

では同意登録を行う前に、あらかじめ実物の 

イナ バ カ ドの健康保険証利 登録が完
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は、利 登録が解除さ

れている。 

了している必要があります。未実施の場合は同

意準備画面にある イナポ タ のリ クから登

録申込が可能です。  

● イナ資格確認 プリを使 した    で

は実物の イナ バ カ ド認証時に健康保険

証利 登録が完了していない場合、 イナ資

格確認 プリを いて利 登録が可能です。 

イナ資格確認 プリを いた健康保険証利 

の申込み（利 登録）については本     

「第2章 オ ライ 資格確認」の47ペ ジをご

参照ください。 

 

＜   トフォ の イナ バ カ ドの場合＞ 

利 者の   トフォ から イナポ タ へ ク

セ し、   トフォ の イナ バ カ ドの健

康保険証利 の申込み（利 登録）が可能

です。  

 高額療養費制度活 に関して 

16  資格確認書等を いて

資格情報の照会を行う

際に、高額療養費制度

情報閲覧の同意をどの

ように取得すればよい

か。 

●限度額適 認定証、限度額適 ・標準負

担額減額認定証及び標準負担額減額認定

証の情報については、  師等による⼝頭等で

の同意確認で取得可能です。 

●なお、特定疾病療養受療証の情報について

は、要配慮個人情報に該当することから、厳格

な本人確認と同意確認を要するとし、従来の

資格確認書では取得不可としています。 イナ

 バ カ ドによりオ ライ 資格確認を実施し

た場合にのみ取得可能です。 

17  「高齢受給者証負担割

合」と「限度額適 認

定証適 区分」の組合

せに齟齬が生じている。 

世帯の構成に変更が生じた場合などにより齟齬

が生じている可能性があるため、保険者に確認

してください。 

 

 薬剤情報、診療情報、特定健診情報閲覧の同意取得に関して 

18  資格確認書等を いて

資格確認を行った際

に、薬剤情報、診療情

薬剤情報、診療情報、特定健診情報は、 イ

ナ バ カ ドを使 して資格確認を行った場

合に閲覧できます。 
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報、特定健診情報の同

意を取得し閲覧したい。 

これらの情報の閲覧に係る同意取得については

本     「第２章 オ ライ 資格確認」の

「    時の資格確認( イナ バ カ ド) 

(３)同意内容の選択」をご参照ください。 

 災害時に関して 

19  大規模災害発生時に

は、薬剤情報、診療情

報、特定健診情報閲

覧のための同意をどのよ

うに取得すればよいか。 

●例えば、  前に、電話等で利 者から⼝

頭で同意を取得することが考えられます。一方

で、生命、身体又は財産の保 のため必要が

ある場合であって、本人の同意を得ることが困

難な場合、同意の取得は不要です。 

●また、資格確認端末のセット ップ時に医療

情報閲覧 の   トカットを置いていなかった

場合でも、資格確認端末の資格確認  プリ

ケ    によって薬剤情報、診療情報、特定

健診情報の提供を求めることができます。 

●詳細は「操作     (災害時医療情報閲

覧編)」をご参照ください。 

 オ ライ 資格確認等   ムの障害時に関して 

20     ム障害等に伴い 

イナ在宅受付Webや 

イナ資格確認 プリで資

格確認ができない。 

□          

から持参したモバイ 端

末等の故障・ネットワ 

ク障害 

□ イナ在宅受付Web

の   ム障害・エラ  

□ イナ資格確認 プリ

の   ム障害・エラ  

●          から持参したモバイ 端

末等の故障、ネットワ ク障害が発生した場

合、利 者のモバイ 端末等により イナ在宅

受付Web に クセ してもらい、資格確認を行

うことが可能です。 

● イナ在宅受付Webや イナ資格 プリの 

  ム障害、エラ により、オ ライ 資格確認が

できない場合、下記の方法のうち利 者に確

認可能な方法で資格確認を行ってください。 

・実物の イナ バ カ ドと資格情報のお知ら

せを併せて提示 

・利 者が自身の   トフォ 等により イナ

ポ タ に クセ して医療保険の被保険者資

格情報の画面を提示できる場合は、当該 イ

ナポ タ の画面（ イナポ タ からダウ ロ 

ドした資格情報画面（PDF）も可）と実物の

 イナ バ カ ドを併せて提示 

・利 者が   トフォ のみ持参した場合は、
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 イナポ タ にログイ できることと、資格情報

画面を併せて提示 

※資格確認書を所持している場合、資格確認

書を提示 

21  「緊急時医療情報・資

格確認機能」(資格情

報照会(   ム障害

時))を立ち上げたい場

合、どうすれば良いか。 

①コ  セ タ にご連絡いただき、     

     コ ド、          名、担当

者名をお伝えいただき、「緊急時医療情報・資

格確認機能」利 希望の旨、お伝えください。 

②電話確認、利 報告書送付依頼を行いま

すので、コ  セ タ から指定    事業

者の指定申請書に記載されている電話番号の

担当者へお電話いたします。また、利 報告書

をメ  にて送付いたします。 

③医療保険情報提供等実施機関にて「緊急

時医療情報・資格確認機能」利 設定を行

い、担当者から          へ電話で

連絡いたします。 

④後日、「緊急時医療情報・資格確認機能」

に関する利 報告書をコ  セ タ から届い

たメ   ドレ に提出してください。その際、タイ

ト を「   ム障害時機能の利 報告」として

ください。 

・「緊急時医療情報・資格確認機能」開放まで

(1~3)およそ 30 分程度かかります。 

・          の   ム障害等に伴う

「緊急時医療情報・資格確認機能」開放利 

に係る い合わせ先は以下になります。  

 オ ライ 資格確認等コ  セ タ ： 

電話番号：0800-080-4583(通話無料) 

営業時間：平日 8:00～18:00、土曜

8:00～16:00(日曜、祝日及び年末年始

12月 29日～1月 3日は除く。) 

 利 者の イナ バ カ ドが使 できない場合に関して 

22   イナ バ カ ドが読

み取れないため、資格

確認ができない。 

＜実物の イナ バ カ ドの場合＞ 

実物の イナ バ カ ドが読み取れないこと

で、その場で資格確認ができない場合、下記の
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# 質問 回答 

＜事例＞ 

□ＩＣチップ破損 

□利 者証明 電子証

明書の利 者の イナ 

バ カ ドが使 できない

場合に関して切れ（猶予

期間を過ぎている場合） 

方法のうち利 者に確認可能な方法で資格

確認を行ってください。 

・実物の イナ バ カ ドと資格情報のお知ら

せを併せて提示 

・ イナポ タ からダウ ロ ドした資格情報画

面（PDF）と実物の イナ バ カ ドを併せ

て提示 

※資格確認書を所持している場合、資格確認

書を提示 

＜   トフォ の イナ バ カ ドの場合＞ 

●   トフォ の イナ バ カ ドの場合は猶

予期間を設 ていないため、  ホ 利 者証

明 電子証明書の有効期間満了日以降、 

  トフォ の イナ バ カ ドでのオ ライ 資

格確認はできなくなります。 

●利 者が実物の イナ バ カ ドを所持し

ている場合、実物の イナ バ カ ドで資格確

認を行ってください。 
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（３）  情報 の照会 

# 質問 回答 

 薬剤情報、診療情報、特定健診情報の閲覧方法に関して 

23  薬剤情報、診療情報、特

定健診情報閲覧の同意を

取得したにもかかわらず閲

覧できない。 

●特定健診情報の保険者による登録は、健

診受診年度の翌年 11 月１日までに全保険

者が完了する予定ですが、登録時期は保険

者ごとに異なるため、利 者によっては表示さ

れない場合があります。 

●また、使 している カウ トをご確認くださ

い。薬剤情報、診療情報、特定健診情報の

閲覧を許可された  師等の カウ トからの

み閲覧が可能であり、その他の職員の カウ 

トから閲覧することはできません。 

●詳細は「操作     (管理者編)」をご参

照ください。 

 薬剤情報、診療情報、特定健診情報の照会結果に関して 

24  令和 2 年度分など過去の

薬剤情報、診療情報、特

定健診情報の閲覧は可能

か。 

●薬剤情報は、令和 3 年 9 月分以降のレセプ

トに登録された情報を閲覧できます。 

●診療情報は、病院・診療所から令和４年６

月以降に提出されたレセプトから抽出した診療行

為(令和３年９月以降に行われた診療行為に

限る。)を閲覧できます。 

●特定健診情報は令和 2 年度分以降に医療

保険者等から提供・登録された情報を閲覧でき

ます。 

●薬剤情報、診療情報、特定健診情報の閲覧

については本     「第3章 薬剤情報、診療

情報、特定健診情報の閲覧」の手順「(２)薬剤

情報等、特定健診情報閲覧」をご参照ください。 

25  表示された特定健診情報

が誤っている。 

    の中で利 者が修正を希望する場合

は、現保険者等へ い合わせを行うよう促してく

ださい。 
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（４）レセプト請求 

# 質問 回答 

 負担割合に関して 

26 

 

 利 者の資格確認ができ

ない場合の負担割合はどう

すればよいか。 

●下記の方法のうち利 者に確認可能な方法

で資格確認を行ってください。 

・実物の イナ バ カ ドと資格情報のお知らせ

を併せて提示 

・利 者が自身の   トフォ 等により イナ

ポ タ に クセ して医療保険の被保険者資

格情報の画面を提示できる場合は、当該 イナ

ポ タ の画面（ イナポ タ からダウ ロ ドし

た資格情報画面（PDF）も可）と実物の イ

ナ バ カ ドを併せて提示 

・利 者が   トフォ のみ持参した場合は、そ

の場で イナポ タ にログイ し、資格情報画

面を提示  

※資格確認書を所持している場合、資格確認

書を提示 

●こうした場合の診療報酬等の請求は、利 者

からの聞き取り等により現在の資格情報を確認

できた場合には当該資格に基づき、これが困難

である場合であって当該          の

利 歴等から過去の資格情報を特定できた場

合は、当該過去の資格情報に基づき請求してく

ださい。 
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その他 よくある質問 

# 質問 回答 

 セキ リ ィイ  デ トの発生が疑われる場合 

1             にて

医療情報の漏えい のセ

キュリ ィ   デ ト発生

の疑いがあるが、どのように

対応すればよいか。 

各          に対するサイバ 攻撃等によって医

療情報   ムに障害が発生し、医療情報の漏えい等のセ

キ リ ィイ  デ トが疑われる場合は、以下の連絡先に速

やかに報告してください。 

 

 医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 

 電話番号：03-6812-7837 

 メ   ドレ ：igishitsu@mhlw.go.jp 

 

また、「医療情報   ムの安全管理に関するガイドライ 」

に基づき、併せて必要な所管官庁への連絡等を行ってくださ

い。 

本人同意を得て閲覧した医療情報を電子カ     ム等

に保存することはできますが、「医療情報   ムの安全管

理に関するガイドライ 」等を踏まえ、適切な情報管理を

行っていただくことが必要です。 

その上で、オ ライ 資格確認等   ムの利 にあたって、

          が保有する   ムにおいて医療情報

等(本人同意を経て閲覧した医療情報など)を保存・管理し

ている間に発生したセキ リ ィイ  デ トについては、  

        の責任範囲となります。 

また、          からオ ライ 資格確認等   

ムにデ タを送信して到達するまでの間に生じたセキ リ ィイ

  デ トについても、電気通信事業者等が     

     との契約に基づき責任を負う通信経路で生じた場

合等は、          の責任範囲となる場合があり

ます。 
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第５章 お問い合わせ 

オ ライ 資格確認や薬剤情報、診療情報、特定健診情報閲覧に係る不明点について、「第

4 章 困った時には」を読んでも解決しない場合、          ごとに契約している   

          ムベ ダ へお い合わせいただくか、又は医療機関等  総合ポ タ サイ

ト※をご活 ください。 

不明点の解消に  ては、以下の４つの解決方法(FAQ・チャットボット・お い合わせフォ 

ム・電話)を 意しています。 

※医療機関等  総合ポ タ サイト 

URL:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index  

 

 

 

① FAQ 

【概要】FAQ は、オ ライ 資格確認や薬剤情報、診療情報、特定

健診情報閲覧に関する、よくある質 とその対応方法を記載していま

す。 

【操作手順】医療機関等  総合ポ タ サイトから FAQ のペ ジ

へ クセ してください。カ ゴリ ごとに対応方法が記載されています。

また、キ ワ ドを入力することで関連情報を検索できます。 

また    にお るオ ライ 資格確認・オ ライ 請求に関する質

 は医療機関等  総合ポ タ サイトから「よくある質 」へ クセ 

してください。 

 

② チャットボット 

【概要】チャットボット  カク君は、オ ライ 資格確認や薬剤情報、

診療情報、特定健診情報閲覧について 24時間365日相談できる

 い合わせ窓⼝です。自動応答により、知りたい情報を即時に取得

することができます。 

なお、 イナ在宅受付 Web に関する内容等は未収載であり、  

        にお る情報は順次対応する予定です。 

【操作手順】医療機関等  総合ポ タ サイトを開くと、画面右下

に表示されます。 カク君の案内に従って情報を選択することで、知り

たい情報が表示されます。 

 

24時間対応 

二次元コ ド 

 

24時間対応 

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index
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③ お問い合わせフォー  

【概要】お い合わせフォ ムは、オ ライ 資格確認や薬剤情報、診

療情報、特定健診情報閲覧について担当者へメ  で相談できる 

い合わせ窓⼝です。24時間365日 い合わせ可能ですが、担当者

の回答に日数を要する場合があります。 

【操作手順】医療機関等  総合ポ タ サイトからお い合わせ

フォ ムのペ ジに クセ してください。返信 の連絡先とお い合わ

せ内容を入力し送信することで、担当者が回答いたします。 

 

④ 電話 

【概要】オ ライ 資格確認等コ  セ タ では専任の タッフが電話

で直接対応します。コ  セ タ の混雑時や営業時間外はチャット

ボットやお い合わせフォ ムをご活 ください。 

【お い合わせ先】 

電話番号：0800-080-4583(通話無料) 

営業時間：平日 8:00～18:00、土曜 8:00～16:00(日曜、祝

日及び年末年始 12月 29日～1月 3日は除く。) 
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モバ ル端末 の安全管理に関するチェックリ ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック実施日：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 

担当者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

チェック欄 対策内容 

端末上の対策 

□ 
OS やソフトウェ は、自動 ップデ ト機能等により常に最新の状態に保ちましょう。また、提供元が確

認できないソフトウェ をイ  ト  しないようにしましょう。 

□ 
ウイ  対策ソフトウェ を導入して定期的なウイ   キャ を行い、悪意のあるソフトウェ を検出・除

去するようにしましょう。また、ウイ  対策ソフトウェ を常に最新版に更新しましょう。 

□ 
端末に対して、推定されにくいパ ワ ドやロック等を設定した上で、定期的に変更等するなどの対策を

行いましょう。 

管理上の対策 

□ 
資格確認業務に いる情報機器等について台帳で管理を行い、端末が、施設により許可された 

 師等に使 され、上記の「端末上の対策」が講じられていることを定期的に確認しましょう。 

□ 
個人情報等の漏洩を防ぐため、端末等の安全管理について、  師等に対して周知・教育訓練等

を定期的に実施しましょう。 

参考：「医療情報   ムの安全管理に関するガイドライ  第6.0 版(令和 5年 5月)」 

 

⚫ モバイ 端末等を いてオ ライ 資格確認のサ ビ を利 する場合、そのモバイ 端末等は、

施設等が業務 のみに いる端末であることが望ましいです。 

⚫ 施設においては、以下のチェックリ トを活 しながら、モバイ 端末等を安全に管理するようお願

いします。 

⚫ なお、  師等個人の所有する又は個人の管理下にある端末の業務利 (Bring Your 

Own Device; BYOD)も想定されます。BYOD を実施する場合も、以下のチェックリ トを活 

して、施設が管理する情報機器等と同等の対策を講じるようお願いします。 


